


肝炎対策に関する調査（Ⅰ）計画・目標等
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北海道 　　 ○ 　　 30 ○ ○ 　　 ○ ○ ○ 　　 　 1 ○ 　　 　　 　　 ○ ○ 　　 　　 　　 　　  ○  ○  
青森県 ○   36 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 3 ○ ○ ○ ○  ○    ○ 青森県肝炎総合対策の見直し ○  ○  

岩手県 ○   35 ○ ○ ○  ○  ○
検査機関（公益財団法人岩手県
予防医学協会）

1 ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について ○  ○  

宮城県     ○ 30年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○   　 1     ○ ○   ○ ○        ○  ○  

秋田県  ○  35 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 2 ○ ○  ○ ○  ○   ○
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業、肝がん・肝
硬変の成因

○  ○  

山形県 ○   31 ○ ○ ○ ○ ○   　 2  ○    ○    ○ 市町村肝炎ｳｲﾙｽ検査陽性者のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟについて ○  ○  
福島県  ○  34 ○ ○  ○ ○  ○ 病院協会、看護協会、健診機関 1 ○ ○          ○  ○  
茨城県 ○     30 ○ ○ ○ ○ ○ ○   歯科医師会，総合健診協会 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○          ○    協議会を公開しているため
栃木県 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○     　 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○        ○  ○  
群馬県 ○   35 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 検査関係団体代表 2 ○ ○   ○       ○  ○  
埼玉県 ○     34 ○ ○ ○ ○ ○     　 1 ○ ○ ○ ○   ○ ○        ○  ○  
千葉県 ○   33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 報道関係者 1 ○ ○    ○      ○  ○  
東京都 ○     31 ○ ○ ○ ○ ○ ○   　 1 ○ ○               ○ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について ○  ○  
神奈川県  ○  30  ○  ○ ○ ○  公募（一般県民） 3 ○    ○       ○  ○  
新潟県  ○  30年度中 ○ ○ ○ ○ ○   　 1 ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○  
富山県 ○   35年(30年策定） ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ （新）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について ○  ○  

石川県   ○ 30年度中 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 1 ○ ○ ○ ○  ○ ○   ○
職域における肝炎ウイルス検査、肝炎ウイルス陽性者
のフォローアップについて

○   協議会を公開としているため

福井県  ○  31年度 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 保険者 1 ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○  

山梨県 ○   34 ○ ○ ○ ○ ○  ○
民間病院協会の代表、官公立病
院協議会の代表

1  ○   ○     ○
院内の各診療科で発見された肝炎ウイルス陽性者の
対応

○  ○  

長野県 ○   36 ○ ○ ○ ○    　 1 ○           ○   協議会は公開している（ホームページは未掲載）
岐阜県  ○  30 ○ ○ ○ ○ ○   　 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○      個人情報・事業内容情報の保護のため  平成30年度開催分から公開予定
静岡県 ○   36 ○ ○  ○ ○  ○ 病院協会 2 ○ ○ ○ ○  ○      ○  ○  
愛知県   ○   35 ○ ○ ○ ○ ○     　 1 ○ ○   ○   ○          ○    公開すべき情報は別にWebページで公開しているため。
三重県  ○  30年度 ○ ○ ○  ○   　 1 ○ ○ ○ ○ ○        開催について広報していないため。  開催について広報していないため。
滋賀県 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 病院協会 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○   協議会自体を公開しているため
京都府 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 看護協会、薬剤師会 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 肝炎ウイルス検査について ○  ○  
大阪府 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○   　 2 ○           ○  ○  

兵庫県 ○   36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関係団体（協会健保、看護協会、
民間病院協会）

2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 肝炎患者支援手帳について ○  ○  

奈良県 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○   　 2 ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○ 肝炎ウイルス検査の受検率について ○  ○  
和歌山県  ○  35年度 ○ ○ ○ ○   ○ 病院協会 1  ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○  

鳥取県   ○ 30年度 ○ ○ ○ ○ ○   　 3 ○ ○ ○ ○  ○    ○
妊婦健康診査で把握したB型肝炎キャリア妊婦の支援
について

○  ○  

島根県 ○   34 ○ ○ ○  ○  ○

患者団体事務局、弁護団弁護
士、労働団体（連合島根）、事業
者（全国健康保険協会島根支
部）、医療関係（島根県助産師会）

2 ○ ○ ○ ○  ○ ○     ○  ○  

岡山県 ○   34 ○ ○ ○ ○ ○   　 2 ○ ○ ○   ○      ○   
協議会を公開しているため、議事録の公開はしていな
い。

広島県 ○   33年度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
医療保険者，検診機関，経済団
体

2 ○ ○  ○   ○     ○  ○  

山口県 ○   36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
関係団体（病院協会、看護協会、
薬剤師会）

1  ○ ○    ○   ○ 肝疾患専門医療機関の指定 ○  ○  

徳島県 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 3 ○ ○    ○ ○     ○  ○  
香川県 ○   35 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 薬剤師会、看護協会 1  ○ ○  ○ ○      ○  ○  

愛媛県 ○   33 ○  ○  ○  ○
患者団体３名は、会長が認めたもの
として出席

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○  

高知県 ○   32 ○ ○ ○  ○   　 1 ○  ○ ○  ○ ○     ○  ○  

福岡県 ○   
30年策定

（36年以降改定予定）
○ ○ ○ ○ ○ ○  　 3 ○ ○   ○ ○ ○     ○  ○  

佐賀県 ○   30年度 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 肝炎治療費助成認定協議会委員 1 ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○     
個別患者の事例等の意見が出る場合があり個人情
報保護に配慮するため。

 
個別患者の事例等の意見が出る場合があり個人情
報保護に配慮するため。

長崎県 ○   30年度 ○ ○ ○ ○ ○   　 1 ○ ○    ○       

・長崎県情報公開条例の不開示情報（個人情報等）
が含まれる審議のとき
・公開することで、関係事業の実施に著しい支障が生
じる可能性があると認めれるとき

 一部非公開部分が含まれるため

熊本県 ○   33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 住民代表 1 ○  ○ ○ ○ ○ ○     ○   
開示請求があれば公開するという対応をとっているた
め。

大分県 ○   30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 薬剤師会、看護協会 1  ○ ○ ○  ○ ○     ○  ○  

宮崎県  ○  36 ○ ○ ○ ○ ○  ○
職域（全国健康保険協会宮崎支
部）

1 ○ ○  ○ ○     ○ 職域の肝炎ウイルス検査の取組について ○   
肝疾患専門・協力医療機関の指定に関わる内容であ
るため。（公開すると、医療機関の不利益になるものが
含まれる）

鹿児島県  ○  36 ○ ○ ○ ○ ○   　 1  ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○  ○  
沖縄県 ○   36 ○ ○ ○ ○ ○   　 1  ○    ○      ○   協議会を公開しているため
計 32 12 3 46 46 43 42 45 19 20 38 37 28 29 24 35 26 1 1 14 43 34

議題

目標の改定年

達成状況の把握
肝炎対策計画等策定状況

協議会の公開 議事録、概要の公開
肝炎対策協議会の設置状況

協議会委員の種別

1



肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応

金額

実
施

未
実
施

未
実
施
の
理
由

無
料

H
P
掲
載

広
報
誌

掲
示
版

、
ポ
ス
タ
ー

マ
ス
コ
ミ

イ
ベ
ン
ト

個
別
案
内

実
施
方
法

他
団
体
の
協
力

団
体
名

そ
の
他

実
施
方
法

出
張
型
検
査

他
検
査
と
同
時

時
間
外

そ
の
他

実
施
内
容

郵
送
で
通
知

口
頭
で
説
明

電
話
で
説
明

そ
の
他

実
施
内
容

都
道
府
県

保
健
所

設
置
市

特
別
区

そ
の
他

具
体
的
に

記
載

未
実
施

未
実
施
の
理
由

検
査
前

陽
性
確
認
後

そ
の
他

内
容

受
診
・
受
療
問

わ
ず

受
診
ま
で

治
療
終
了
ま
で

期
間
・
回
数

指
定

期
間

（
年

）

回
数

そ
の
他

内
容

郵
送

電
話

訪
問

そ
の
他

内
容

北海道 ○ 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 　 　 ○
市町村役場、患
者団体

○ ＨＩＶ検査希望者へ同時検査の勧奨 ○ ○ ○ 　 　 　 ○ 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 ○ ○ 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　

青森県 ○  　 ○ ○   ○ ○  　  　  　  ○   　  ○ ○  　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

岩手県 ○  　 ○ ○  ○ ○   　  　 ○
同日に実施する検査（HIV,梅毒等）の
受検者に対して勧奨

 ○ ○  　  ○   　 ○ ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　 ○ ○   　

宮城県 ○  　 ○ ○   ○   　  　  　  ○   　  ○ ○  　 ○    　  　  ○  　  ○   　 　  　 ○ ○ ○  　

秋田県 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○ ○  　 ○ ○ ○  　 ○   ○
住所地の市町村でのフォローアップを希望し
た場合は、市町村でフォローアップ

 　  ○  　 〇   1 1  　 ○ ○  ○
初回精密検査用助
成の申請時

山形県 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○  ○
肝臓週間中は
夜間検査実施

 ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

福島県 ○  　 ○ ○  ○ ○   　  　 ○ 街頭キャンペーンを実施  ○ ○  　 ○ ○   　 ○    　  　  ○  　     　 　 ○
原則として、医師がこれ以上の受診は必要な
いと判断するまで。ただし、本人から終了の申
出があった場合には終了してもよい。

○ ○   　

茨城県 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　 ○ ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

栃木県 ○  　 ○ ○  ○ ○   　  　  　  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　     　 　 ○
治療を開始するまで、フォローアップを継続して
いる

○ ○   　

群馬県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 ○
協会けんぽ群馬
支部

 　  ○   　  ○   　 ○ ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○   ○ 来所時

埼玉県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　  ○ ○  　  ○   　    ○

陽性者が保健所設置市以外の在住者であ
れば埼玉医科大学病院（肝臓病相談セン
ター）、保健所設置市在住者であれば各市
がフォローアップしている

 　  ○  　     　 　 ○ 各保健所に任せている ○ ○   　

千葉県 ○  　 ○ ○ ○ ○    　 ○ 千葉肝臓友の会  　 ○ ○ ○ ○

面談を希望しな
い方に結果通知
書、紹介状の手
渡し

 ○ ○  　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

東京都 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　     　 ○ ○   　 ○    　  　   ○ 初回精密検査費用助成申請時  ○   　 　  　  ○   　

神奈川県 ○  　 ○ ○      　  　  　     　  ○   　 ○    　  　  ○  　  ○   　 　  　 ○ ○   　

新潟県 ○  　 ○ ○    ○  　  　  　 ○  ○  　  ○   　 ○    　  　  ○  　 ○ ○   　 　  　 ○ ○   　

富山県 ○  　 ○ ○  ○    　  　  　  ○   　  ○   　 ○ ○  ○
住所地の市町村でのフォローアップを希望し
た場合は、市町村でフォローアップ

 　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○ ○ ○
肝炎ウイルス検査要
精検者経過観察報
告書の使用

石川県 ○  　 ○ ○  ○ ○   　  　  　  ○ ○  　  ○   　 ○   ○
｢石川県肝炎診療連携｣へ同意された方に
ついては、保健所に変わり、拠点病院がフォ
ローアップしている。

 　 ○  ○
石川県肝炎診療連携（拠点病院によるフォ
ローアップ）の同意は、肝炎ウイルス検査陽性
確認後に取得

○    　 　  　 ○ ○   　

福井県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　  ○ ○  　 ○ ○  ○
検査結果通知に受診勧奨資材（初回
精密検査等の助成制度の案内）を同
封

○    　  　 ○ ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

山梨県 ○  　 ○ ○   ○ ○  　  　 ○ チラシ作成、配布  ○ ○  　    ○ 来所による直接通知 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

長野県 ○  　 ○ ○  ○    　  　 ○ 研修会等でチラシ配布     　 ○ ○   　 ○ ○   　  　  ○  　     　 　 ○ 必要に応じ保健指導を実施  ○   　

岐阜県 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　 ○ 岐阜県医師会 ○ コンビニ、薬局などへのリーフレット配布  ○   　  ○   　 ○ ○  ○ 県内市町村でフォローアップしている  　  ○  　 ○    　 　  　 ○    　

静岡県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　 ○
商業施設等に検査案内のカードを配
架

 ○ ○  　 ○ ○ ○  　 ○ ○   　  　 ○ ○ ○
・初回精密検査助成制度利用時
・問診時に口頭で同意を確認し、陽性確認
後に同意書を提出してもらう

○ ○   　 　  　 ○ ○   　

愛知県 ○  　 ○ ○ ○  ○ ○  　  　  　     　  ○   　 ○ ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　 ○ ○   　

三重県 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○ ○  　 ○ ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

滋賀県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 ○ 薬剤師会 ○
協定企業によるリーフレットの掲示等、
ＳＮＳ

 ○ ○  　  ○   　 ○ ○   　  　   ○ 初回精密検査費用助成申請時 ○    　 　  　 ○    　

京都府 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　 ○ 京都肝炎友の会  　  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　     　 　 ○

抗ウイルス療法による治療が開始された場
合、経過観察が不要となった場合、本人から
フォローアップ終了の申出があった場合にフォ
ローアップを終了とする。

○    　

大阪府 ○  　 ○ ○ ○   ○  　  　  　  ○   　 ○ ○   　 ○    　  　 ○   　  ○   　 　  　 ○ ○   　

兵庫県 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　  ○   　     　 ○
匿名検査で実施しており、陽性者には
医療機関受診を勧めている

   　     　 　  　     　

奈良県 ○  　 ○ ○ ○  ○   　  　  　  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

和歌山県 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○   　  ○   　 ○ ○   　  　  ○  　   ○  　 　  　  ○   　

鳥取県 ○  　 ○ ○  ○  ○  　 ○
鳥取県肝疾患相
談センター

 　 ○ ○   　 ○  ○  　 ○   ○ 市町村  　 ○   　  ○   　 　  　  ○   　

島根県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　 ○ ○   　  ○   　 ○   ○
対象者が市町村によるフォローアップを希望
している場合には、市町村に情報を提供し
市町村でフォローアップを行う。

 　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

岡山県 ○  　 ○ ○  ○    　 ○
肝疾患診療連携
拠点病院

 　  ○   　 ○ ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

広島県 ○  　 ○ ○  ○ ○ ○  　  　  　  ○   　  ○   　 ○   ○
陽性者が居住する市町（保健所設置市を
除く）でフォローアップしている

 　   ○
肝炎ウイルス検査陽性確認後，治療中，治
療後

○    　 　  　    ○

医療機関から提出さ
れるフォローアップシス
テム医療機関受診調
査票

山口県 ○  　 ○ ○ ○  ○ ○  　  　  　 ○ ○   　  ○ ○  　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

徳島県 ○  　 ○ ○  ○ ○ ○ ○
市町村の健
診案内時等

○ 拠点病院  　  ○ ○  　 ○ ○   　 ○    　  　 ○   　   ○  　 　  　 ○ ○   　

香川県 ○  　 ○ ○  ○ ○   　  　  　     　 ○ ○ ○  　 ○    　  　 ○   　   ○  　 　  　 ○ ○ ○  　

愛媛県 ○  　 ○ ○  ○ ○ ○  　 ○
全国健康保険協
会愛媛支部、事
業所等

○ 肝炎医療コーディネーター  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　  　 ○ ○   　

高知県 ○  　 ○ ○    ○  　  　  　  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　  ○   　 　  　  ○   　

福岡県 ○  　 ○ ○  ○  ○  　  　 ○
医療機関におけるチラシ配架、ポスター
掲示等

 ○   　  ○  ○

通常本人と対面の上、口頭で説明し
ているが、できなかった場合には郵送で
通知、電話で説明という手段も用いて
いる。

○ ○   　  　 ○   　  ○  ○ 2 　 ○
受診報告が届く、又は受療の確認が取れるま
では、2年間を目安に実施している

○ ○ ○  　

佐賀県 ○  　 ○ ○  ○ ○ ○  　 ○
拠点病院、患者
団体

 　   ○  　 ○    　 ○   ○ 各保健所に任せている  　 ○   　     　 　 ○ 各保健所に任せている ○ ○   　

長崎県 ○  　 ○ ○ ○  ○ ○  　 ○
県内各市町の広
報誌による周知

 　  ○   　    ○
面談時に結果通知及び専門医療機
関の紹介状を交付

○    　  　  ○  　  ○   　 　  　 ○ ○   　

熊本県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　  ○   　  ○ ○  　 ○    　  　 ○ ○  　 ○    　 　  　  ○   　

大分県 ○  　 ○ ○   ○ ○  　  　  　  ○   　  ○   　 ○ ○   　  　  ○  　     　 　 ○
治療が開始されるまで、フォローアップを継続し
ている

○ ○   　

宮崎県 ○  　 ○ ○   ○ ○  　  　  　  ○ ○  　  ○   　 ○    　  　   ○
肝炎ウイルス検査で陽性となった方が、初回
精密検査費用の助成申請を行う時

    　 　 ○
初回精密検査費用の助成申請受理後に１
回

○ ○   　

鹿児島県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　  ○ ○  　  ○   　 ○    　  　  ○  　    ○ 1 1  　 ○    　

沖縄県 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　 ○
窓口でのリーフレット配布、性感染症
検査の申込者に案内

 ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　 ○    　 　 ○ 3年返答がなければ継続終了 ○ ○   　

計 47 0 47 47 23 31 30 30 1 12 11 6 40 18 2 14 43 9 4 45 11 0 9 1 11 35 6 22 13 3 2 10 38 40 4 4

保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）
実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ 同意取得時期 フォローアップの継続 同意者への状況確認方法
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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　 ○ ○ ○
医師の面談等による受診勧
奨、医療機関リストの配布

　 ○ ○ ○ 　 　 　 　 ○
全道26保健所で
対応しているため。

 　 　 　 　 　 　 　  　  　  　 　 　 　  　 　 　 　  　 　 　 　  　  

  ○  　    ○  　  ○   170 ○ ○   ○ ○   ○
弘前大学医学部附属病院肝疾患相
談センター

          ○ 医療機関に任せている。    ○
都道府県または市町村のうち陽性者
が希望する方

  

○  ○ ○ リーフレット配布（たたけ肝炎）  ○  ○  　  ○   82 ○ ○   ○ ○     ○ かかりつけ医の診察等の際に勧奨  ○     ○    ○ ○      

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   679 ○ ○   ○         ○     ○    ○       

  ○  　     ○
医療機関で治療等について
推奨している

 ○   96 ○ ○  ○  ○     ○ 委託医療機関で患者に案内している       ○    ○   ○
住所地の市町村でのフォローアップを希
望した場合は、市町村でフォローアップ

  

○  ○  　      　 ○ ○   353 ○ ○                   ○
結果通知へ医療機関受診勧奨の文
章記載

○       

  ○  　    ○  　  ○   146 ○ ○  ○ ○      ○ 街頭キャンペーンを実施         ○ 各委託医療機関に任せている ○       

  ○  　    ○  　   ○
保健所で実施して
いるため

                              

  ○  　  ○  ○  　  ○   512 ○ ○  ○ ○             ○ ○    ○       

  ○  　      　 ○ ○   32 ○ ○ ○ ○ ○    ○ 協会けんぽ群馬支部         ○         ○
今のところ検査結果がすべて陰性のた
め

  ○  　    ○  　  ○   1,542 ○ ○ ○ ○ ○ ○       ○        ○ 各医療機関に任せている    ○
埼玉医科大学病院（肝臓病相談セン
ター）

  

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   776 ○ ○ ○ ○     ○ 千葉肝臓友の会、千葉県医師会         ○    ○       

 ○ ○  　  ○  ○ ○
受診状況の確認（調査票の
送付、電話）

  ○
保健所で実施して
いるため

                              

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   373 ○ ○                   ○ 各医療機関に任せている ○       

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   34 ○ ○                 ○    ○       

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   33 ○ ○  ○ ○    ○ 医師会、薬剤師会等    ○    ○     ○ ○  ○
住所地の市町村でのフォローアップを希
望した場合は市町村でフォローアップ

  

○  ○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点
病院によるフォローアップ）の案
内

   ○ ○
拠点病院によるフォローアッ
プ

 ○   344 ○ ○  ○ ○      ○ 委託医療機関による周知  ○ ○ ○
委託医療機関が多いため、受検者希
望者の最寄りの地域で検査を受けられ
る体制となっている。

   ○
検査結果通知書により通知するが、方
法は委託医療機関による

○ ○  ○
｢石川県肝炎診療連携｣へ同意された
方については、保健所に変わり、拠点
病院がフォローアップしている。

  

  ○  　  ○  ○  　  ○   238 ○ ○ ○ ○ ○ ○       ○ ○    ○ ○  ○
検査結果通知に受診勧奨資材（初回
精密検査等の助成制度の案内）を同
封

○   ○ 検査実施の医療機関等   

  ○  　  ○  ○  　   ○

現行制度（保健
所、健康増進事
業）でニーズを満た
しているため

                              

    　 ○     　 ○  ○
保健所で実施して
いるため

                              

○  ○  　    ○  　  ○   581 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 岐阜県医師会    ○     ○    ○ ○  ○ 県内市町村でフォローアップしている   

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   29 ○ ○ ○ ○ ○ ○               ○ 委託医療機関にて説明 ○   ○
委託医療機関にて初回精密検査費
用助成を案内

  

○  ○  　      　 ○ ○   932 ○ ○  ○  ○             ○  ○ 啓発資材（肝臓手帳）の交付 ○       

  ○ ○
肝臓専門医がいる医療機関
を案内している。

   ○ ○
肝臓専門医がいる医療機
関を案内している。

 ○   522 ○ ○              ○ 受診券を発行  ○    ○       

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   165 ○ ○                   ○ 医療機関に任せている ○ ○      

○  ○  　    ○  　  ○   57 ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 京都肝炎友の会     ○    ○    ○       

 ○   　      　 ○ ○   3,558 ○ ○ ○   ○             ○    ○       

    　      　  ○   833 ○ ○             ○      ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関
の判断に委ねている

○   ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関
を通じて確認

  

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   90 ○ ○ ○  ○              ○    ○       

○  ○  　  ○  ○  　  ○   418 ○ ○ ○ ○  ○          ○ 委託医療機関一覧をHPで公表    ○
基本は口頭であるが、委託医療機関
に一任している

○       

  ○  　  ○  ○  　  ○   121 ○ ○ ○   ○   ○ 鳥取県肝疾患相談センター    ○    ○ ○  ○ 各医療機関に任せている ○   ○ 各医療機関に任せている   

 ○ ○  　    ○  　  ○   165 ○ ○ ○ ○ ○ ○            ○ ○    ○   ○
対象者が市町村によるフォローアップを
希望している場合には、市町村に情報
を提供し市町村でフォローアップを行う。

  

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   121 ○ ○  ○     ○ 肝疾患診療連携拠点病院   ○     ○ ○       ○ 検査実施の医療機関   

○  ○ ○
初回精密検査費用助成の
条件であるフォローアップシス
テムへの登録勧奨

 ○  ○ ○
フォローアップシステムへの登
録勧奨

 ○   253 ○ ○  ○ ○ ○   ○ 協会けんぽ   ○ ○ ○    ○    ○   ○
陽性者の居住する市町，検査実施の
医療機関

  

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○   540 ○ ○ ○  ○ ○       ○   ○
多くの医療機関に委託し、利便性を高
めている

   ○ 医療機関に任せている ○       

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   133 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市町村の健診時
にあわせて案内

○ 拠点病院     ○   ○ ○ ○   ○   ○ 拠点病院   

○  ○ ○
精密検査受診勧奨リーフレッ
トを配付

 ○  ○  　  ○   35 ○ ○  ○ ○ ○       ○     ○ ○ ○   ○       

○  ○  　  ○  ○  　  ○   400 ○ ○  ○ ○ ○   ○
全国健康保険協会愛媛支部、事業
所

○ 肝炎医療コーディネーター ○ ○ ○ ○ 受診券の発行 ○ ○ ○   ○ ○      

○  ○  　  ○  ○  　  ○   2 ○ ○   ○ ○       ○ ○    ○     ○       

○  ○  　  ○  ○  　  ○   2,045 ○ ○  ○  ○     ○
医療機関におけるチラシ配架、ポスター
掲示等

  ○    ○    ○ ○  ○ 委託医療機関でフォローアップ。   

○  ○ ○

検査結果に初回精密検査を
受検できる医療機関、初回
精密検査費用の助成制度の
案内を記載したリーフレットを
同封

    ○ 各保健所に任せている  ○   260 ○ ○  ○ ○ ○   ○ 拠点病院、患者団体   ○ ○ ○   ○ ○ ○      ○
陽性者について、市町と情報共有して
おり、その後のフォローは市町や各医療
機関に任せている。

  

○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○   451 ○ ○ ○  ○ ○   ○ 県内各市町の広報誌による周知      ○
すべての医療圏に検査医療機関を用
意している

   ○ 各検査医療機関に任せている ○       

○  ○  　  ○  ○  　  ○   653 ○ ○ ○ ○ ○ ○             ○ ○   ○       

  ○  　     ○

初回精密検査後に治療を
必要としない者に対しては、
定期検査費助成制度の案
内をしている

 ○   433 ○ ○   ○ ○               ○ 受診医療機関にて結果説明 ○ ○      

 ○ ○  　    ○  　  ○   233 ○ ○                   ○ 委託医療機関において結果説明      ○
委託医療機関での検査で陽性と判明
し、初回精密検査を申請された場合
は、フォローアップを行う。

  ○  　    ○  　  ○   152 ○ ○ ○ ○ ○ ○               ○ 各委託医療機関に任せている ○       

○ ○ ○   ○ ○ ○  　   ○
医療機関委託に
係る検査費用の
予算がないため

                              

27 18 44 7 1 27 8 38 7 5 41 6 41 41 17 24 26 25 1 13 6 9 11 8 6 11 24 5 18 35 8 0 16 2

委託医療機関での肝炎ウイルス検査の実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）
実施状況

箇所数

周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法 陽性者へのフォローアップ
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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　 　 　 　 　 　 　   　  　 　 　 　  　 　 　 　  　 　 　 　 　  　 　 　 ○ 　 ○ 　 　  　  　  　 　 　  

 ○  ○        ○ ○      ○      ○      ○  ○            

 ○   ○       ○ ○    ○  ○    ○  ○      ○  ○            

 ○   ○       ○ ○ ○   ○ ○ ○    ○ ○ ○     ○   ○            

○   〇   1 1   ○ ○  ○ 初回精密検査費用助成の申請時   ○       ○ 委託医療機関に任せている   ○   ○            

 ○  ○        ○ ○    ○  ○    ○  ○      ○  ○            

 ○        ○

原則として、医師がこれ以上の受診は
必要ないと判断するまで。ただし、本人
から終了の申出があった場合には終了
してもよい。

○ ○      ○      ○      ○  ○            

                              ○  ○            

 ○        ○
治療を開始するまで、フォローアップを継
続している

○ ○      ○    ○  ○      ○  ○            

                             ○  ○  ○ ○ 1      ○ ○ 組合の広報誌に啓発記事を掲載

○   ○        ○ ○      ○      ○      ○ ○  ○       ○ ○   

 ○  ○        ○ ○    ○ ○ ○    ○  ○      ○ ○  ○ ○ 36 ○ 8    ○   

                              ○ ○     ○ 10,000社以上   ○ ○ ○ 初級健康経営アドバイザーによる普及啓発

 ○   ○       ○ ○    ○ ○ ○    ○  ○     ○  ○       ○
健診機関を通じて検診受診者への配
布を委託

○    

 ○  ○        ○ ○    ○ ○ ○    ○ ○ ○     ○   ○            

 ○  ○        ○ ○ ○ ○  ○  ○    ○ ○ ○     ○  ○  ○ ○ 25   ○ 健診機関１箇所 ○  ○ 個別受診勧奨など

○  ○

石川県肝炎診療連携（拠点病院によ
るフォローアップ）の同意は、肝炎ウイル
ス検査陽性確認後に取得

○        ○ ○    ○  ○ ○
石川県肝炎診療連携（拠点病院によ
るフォローアップ）の案内

   ○ ○ 拠点病院によるフォローアップ    ○ ○       ○
特定感染症検査等事業の肝炎ウイル
ス検査委託医療機関

  ○

職場の健康診断のため、特定感染症検査等事業の肝炎ウ
イルス検査委託医療機関を受診された方に対し、委託医療
機関から、無料の肝炎ウイルス検査の同時実施をお勧めいた
だいている。

○ ○  ○        ○ ○      ○    ○  ○      ○  ○            

                              ○  ○            

                              ○  ○            

 ○  ○        ○     ○  ○      ○      ○ ○  ○     ○ 県内生活習慣病予防健診実施機関 ○    

  ○ 初回精密検査費用助成申請時       ○ 定めがない ○       ○         ○   ○ ○  ○       ○    

 ○   ○       ○     ○  ○         ○   ○ ○  ○       ○ ○   

 ○  ○        ○ ○      ○ ○
肝臓専門医がいる医療機関を案内し
ている。

   ○ ○
肝臓専門医がいる医療機関を案内し
ている。

   ○  ○            

  ○ 初回精密検査費用助成申請時 ○        ○     ○ ○ ○    ○ ○ ○      ○  ○            

  ○
検査費用の請求時

      ○

抗ウイルス療法による治療が開始され
た場合、経過観察が不要となった場
合、本人からフォローアップ終了の申出
があった場合にフォローアップを終了とす
る。

○        ○ 各医療機関に任せている     ○ 各医療機関に任せている    ○ ○  ○         ○ 広報紙への広告掲載

○    ○          ○ 精検未受診者のみ郵送で状況確認  ○          ○  ○   ○            

○      ○

陽性判定
のあった次
年度の8月
頃

1   ○   ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関
を通じて確認

  ○ ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関
を通じて周知

   ○ ○
肝炎ウイルス検査を実施した医療機関
を通じて周知

   ○  ○            

 ○  ○        ○ ○    ○  ○    ○  ○      ○  ○            

  ○
同意書の取得自体は、助成申請受付
時

  ○       ○      ○      ○      ○  ○            

○    ○     ○ 各医療機関に任せている  ○  ○ 各医療機関に任せている ○  ○    ○  ○ ○ 各医療機関に任せている    ○  ○            

 ○  ○        ○ ○     ○ ○      ○      ○ ○  ○     ○
保険会社との連携により啓発リーフレッ
トを配布

○    

 ○        ○ 各委託医療機関に任せている    ○ 各委託医療機関に任せている    ○ 各委託医療機関に任せている     ○ 各委託医療機関に任せている    ○  ○            

  ○
対象者を把握した時，随時同意を取
得している

○           ○
医療機関から提出されるフォローアップ
システム医療機関受診調査票

○  ○ ○ フォローアップシステムへの登録勧奨  ○  ○ ○ フォローアップシステムへの登録勧奨    ○ ○  ○ ○ 17か所 ○ ７企業及び34店舗   ○ ○ ○
健保組合及び事業所を直接訪問し，検査の実施や啓発を
依頼

 ○  ○        ○ ○    ○ ○ ○    ○ ○ ○      ○  ○            

○   ○         ○  ○ 医療機関来院時 ○ ○ ○    ○ ○ ○      ○  ○            

○     ○      ○ ○ ○   ○  ○ ○ 精密検査受診勧奨リーフレットを配付  ○  ○      ○ ○  ○ ○ 11     ○  ○
保険者を訪問して啓発活動（肝炎ウイルス検査受検勧奨
リーフレットの配布等）への取り組みをお願いしている。

 ○  ○        ○ ○    ○  ○    ○  ○      ○ ○  ○ ○ 9 ○ 8 ○ 検診機関 ○ ○   

○ ○   ○        ○    ○        ○      ○ ○     ○ 2   ○    

○    ○  ○ 2  ○
受診報告が届く、又は受療の確認が
取れるまでは、2年間を目安に実施して
いる

○ ○ ○   ○  ○    ○  ○      ○  ○            

○         ○ 市町・各医療機関に任せている ○ ○  ○ 市町・各医療機関で異なる ○  ○ ○

検査結果に初回精密検査を受検でき
る医療機関、初回精密検査費用の助
成制度の案内を記載したリーフレットを
同封

 ○  ○ ○

検査結果に抗ウイルス治療や定期検
査を受療できる医療機関、抗ウイルス
治療や定期検査費用の助成制度の
案内を記載したリーフレットを同封

   ○ ○  ○ ○
検査機関に委託
しており、箇所数
を把握していない

○
検査機関に委託し
ており、箇所数を把
握していない

  ○ ○   

 ○   ○          ○
検査受検時の問診票への記入により
同意を得ている

○ ○ ○    ○ ○ ○      ○  ○            

○ ○  ○         ○    ○  ○    ○  ○      ○  ○            

○         ○
治療が開始されるまで、フォローアップを
継続している

○ ○      ○       ○
初回精密検査後に治療を必要としな
い者に対しては、定期検査費助成制
度の案内をしている

   ○  ○            

                              ○  ○            

 ○     ○ 1 1   ○       ○      ○      ○  ○            

                             ○   ○            

14 23 6 18 9 2 3 9 30 28 4 10 23 10 35 8 0 21 7 32 10 3 0 8 39 17 30 13 7 6 6 13 8 7

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について市町村との
情報連携 連携先 啓発方法実施状況同意取得時期 フォローアップの継続 同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法
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肝炎対策に関する調査（Ⅲ） 肝炎医療体制

都
道
府
県
職
員

市
区
町
村
職
員

都
道
府
県
医
師
会

市
区
町
村
医
師
会

全
て
の
専
門
医

療
機
関

一
部
の
専
門
医

療
機
関

保
健
所

そ
の
他

内
容

開
催
回
数

開
催
無
理
由

肝
炎
医
療

専
門
医
療
機
関

医
療
従
事
者
研

修
会

患
者
等
へ
の
講

演
会

専
門
医
療
機
関

協
議

そ
の
他

具
体
的
内
容

連
携
無

連
携
有

厚
労
省
通
知
に

準
拠

自
治
体
独
自
基
準

指
定
要
件
無

定
期
的
に
把
握

認
定
時
の
み

専
門
医
に
嘱
託

専
門
知
識
有
医
師

拠
点
病
院
等
に

相
談

何
も
し
て
い
な
い

理
由

肝
臓
専
門
医
所
属

把
握
無

理
由

専
門
知
識
医
師

抗
ウ
イ
ル
ス
療
法

肝
が
ん
の
早
期

診
断

診
療
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン

セ
カ
ン
ド
オ
ピ

ニ
オ
ン

か
か
り
つ
け
医

全
て
満
た
し
て

い
る

一
か
所
以
上
指
定

指
定
な
し
地
域
有

地
域
名

理
由

指
定
医
療
機
関

数

（
未
指
定
の

場
合
は
未
記

入

）

自
治
体
H
P

拠
点
病
院
H
P

広
報
誌
等

非
公
開

医
療
機
関
名

医
療
機
関
の
住
所

医
療
機
関
の
電

話
番
号

肝
臓
専
門
医
の

有
無

北海道 ○ 　 　 　 　 ○ ○ 　  1  ○ 　 ○ 　 　 　  　 ○ 172  ○ 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　  　 　  　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ 南檜山、北渡島檜山 要件を満たす医療機関がない 464 ○ 　 　 　 ○ ○ ○ 　

青森県     ○ ○    1  ○    ○     11  ○    ○  ○             ○ ○    

診断書発行のために県の指定を受け
る必要はないが、ＩＦＮフリーの診断書
については日本肝臓学会肝臓専門医
か日本消化器病学会専門医の医師
のみ作成できるとしている。
また、実際に治療をする医療機関につ
いては県が指定をしている。

○    ○ ○ ○  

岩手県 ○  ○  ○  ○ ○ 肝炎かかりつけ医 2  ○  ○       16  ○    ○  ○ ○            ○ ○    16 ○    ○ ○ ○  
宮城県     ○     1  ○         18  ○   ○  ○ ○             ○ ○    23 ○  ○  ○ ○ ○  

秋田県   ○  ○   ○
地域医療機関（専門医療
機関以外の肝炎治療医療
機関）

0 日程調整がつかなかった         ○ 14  ○    ○ ○ ○             ○  ○
北秋田医療圏、湯沢・雄勝
医療圏

指定基準に満たなかったため 118 ○    ○ ○ ○  

山形県     ○     1  ○ ○    ○
県の肝炎ウイルス検査と医療費
助成制度に関する情報提供

  48  ○    ○  ○             ○ ○    48 ○ ○   ○ ○ ○ ○

福島県   ○  ○  ○   1  ○ ○        18  ○    ○  ○             ○ ○    18 ○    ○ ○ ○  
茨城県      ○  ○ 市郡医師会 2  ○     ○ 拠点病院活動報告 ○  38 なし ○    ○ ○              ○ ○    174 ○    ○ ○ ○  

栃木県 ○     ○    1      ○ ○
　拠点病院事業の報告、県の
肝炎対策の取組状況の報告

 ○ 152 82 ○    ○  ○             ○ ○    154 ○    ○ ○ ○  

群馬県 ○     ○  ○ かかりつけ医 1  ○ ○ ○ ○ ○     34  ○   ○  ○ ○ ○      ○       ○    34 ○ ○   ○ ○ ○  

埼玉県 ○  ○   ○  ○ 社会医学専門家 1  ○ ○ ○ ○ ○     119  ○   ○  ○ ○ ○          ○ ○  ○    
本県は、医療機関ではなく医師を指
定している。指定医は866人  ○   ○ ○ ○ ○

千葉県 ○    ○     1  ○ ○ ○ ○  ○
県の助成制度についての情報
提供

  34  ○    ○       ○
専門医療機関の診療支援
は拠点病院が行う体制とし
ているため

       ○    212 ○    ○ ○ ○  

東京都 ○     ○    1  ○  ○ ○ ○    ○ 601 234 ○   ○       ○         ○  ○ 島しょ保健医療圏
これまでに指定申請がなかった
ため

603 ○ ○   ○ ○ ○  

神奈川県          0
肝炎対策協議会で兼ねて
いるため

         389 100 ○   ○ ○          ○ ○ ○ ○  ○    389 ○    ○ ○ ○  

新潟県 ○  ○   ○    1  ○ ○   ○     35  ○    ○  ○          ○    289 ○ ○   ○ ○ ○  

富山県 ○  ○   ○ ○ ○ 拠点病院、特定機能病院 2  ○ ○ ○ ○ ○ ○
富山県肝炎対策推進指針につ
いて

○  21  ○    ○      ○         ○ ○    医療機関の指定はしていない。 ○    ○ ○ ○  

石川県 ○    ○     1  ○  ○   ○

石川県肝炎診療連携（拠点病
院による陽性者フォローアップ）、
公費助成制度、新規感染者の
拾い上げ、肝炎医療コーディ
ネーター

  19  ○  ○  ○ ○             ○ ○    54 ○ ○   ○ ○ ○  

福井県 ○  ○  ○     1  ○ ○ ○  ○     20  ○    ○ ○ ○             ○ ○    195    ○     

山梨県 ○    ○     1  ○ ○    ○
全国の拠点病院会議の復命、
両立支援の取り組み情報提供

  5  ○   ○  ○              ○  ○ 峡南保健所管内
専門医がいなかったため（※
H30年度に解消）

234 ○    ○ ○ ○  

長野県      ○  ○
肝臓専門医、地域医療機
関、患者会

1  ○ ○ ○ ○      54 2 ○    ○  ○             ○ ○    55  ○   ○ ○ ○  

岐阜県 ○  ○  ○     1  ○ ○ ○ ○ ○     14  ○    ○      ○         ○ ○    

核酸アナログ製剤治療申請時の作成
医は県内保健医療機関の医師、IFN
フリー製剤での治療申請時の作成医
は肝臓専門医が作成できるとしている
ため正確な数を把握していない。

○ ○ ○  ○ ○ ○  

静岡県 ○    ○  ○   2  ○     ○ 他県の事例紹介  ○ 27  ○    ○    ○

指定条件に24
時間体制での
対応を求めてい
るため

         ○  ○ 賀茂圏域
指定に同意を得られた病院が
ないため

不明 ○    ○    

愛知県 ○     ○  ○
肝疾患診療連携拠点病院
の医師

1  ○  ○      ○ 235  ○    ○  ○             ○ ○    497 ○    ○ ○   

三重県 ○  ○  　 ○ 　 ○
肝臓専門医、拠点病院肝
臓専門医及び事務担当者

1  ○ ○   ○ ○

IFN-free 経口抗HCV 剤治療
に係る公費助成を受けたＣ型
肝疾患患者に関する全国規模
のデータベース構築について

  19  ○  　 　 ○    　   ○
専門医療機関の認定の時
のみ要件を満たしているか
確認しているため

○       ○    19 ○    ○ ○ ○  

滋賀県 ○  ○  ○   ○
薬剤師会、看護協会、栄
養士会、患者友の会

2  ○ ○ ○ ○ ○    ○ 11  ○    ○       ○ 医療機関に任せている    ○ ○ ○  ○    184 ○    ○ ○ ○  

京都府          0
肝炎対策協議会の開催に
より、拠点病院連絡協議会
での内容も兼ねている。

         215  ○    ○       ○
常勤である必要はないと考
えるため

      ○ ○    543 ○  ○  ○  ○ ○

大阪府 ○         2  ○  ○ ○ ○ ○ 「健康手帳エル」の改訂  ○ 172 1 ○   ○   ○             ○ ○    
未把握（府医師会と包括契約により
実施しているため）

○    ○ ○ ○ ○

兵庫県 ○  ○  ○   ○
県薬剤師会、看護協会、
栄養士会、患者会、県肝
炎対策協議会

1  ○ ○ ○ ○ ○     40  ○   ○       ○         ○ ○    433 ○ ○   ○   ○

奈良県 ○     ○    2       ○

・肝疾患診療地域連携体制強
化事業における拠点病院の取り
組みについて
・第1回都道府県肝疾患診療
連携拠点病院間連絡協議会
の報告
・奈良県肝疾患診療連携拠点
病院等連絡協議会設立と会則
について

  54  ○   ○   ○           ○   ○    55 ○    ○ ○ ○ ○

和歌山県 ○  ○  ○     1  ○        ○ 22  ○    ○  ○             ○ ○    
指定医療機関を指定しておらず、医
療機関数も把握していない

○    ○    

鳥取県 ○    ○     2  ○ ○   ○     13   ○   ○      ○         ○ ○    123 ○ ○   ○ ○ ○  

島根県     ○     2  ○ ○ ○ ○ ○     28  ○    ○  ○             ○  ○ 隠岐圏域

肝臓専門医がいないため。た
だし、診断書の記載ができる
よう拠点病院による研修を受
講し、特例の対応をとってい
る。

医療機関の指定はしていない。 ○ ○   ○ ○ ○  

岡山県      ○    2  ○  ○       121   ○  ○  ○ ○ ○            ○ ○    121 ○ ○   ○ ○ ○  
広島県 ○     ○    3  ○ ○ ○ ○ ○    ○ 252 111 ○   ○      ○         ○ ○    254 ○    ○ ○ ○  

山口県 ○  ○   ○  ○
歯科医師会、薬剤師会、
看護協会

1  ○  ○ ○      30   ○   ○ ○              ○ ○    

インターフェロンフリー治療の場合には、
肝臓専門医が診断書を作成すること
として条件を設けているが、その他の治
療の場合には特段の条件なし

○ ○   ○ ○ ○  

徳島県 ○  ○   ○ ○ ○ 患者会 3  ○ ○ ○ ○ ○     44  ○   ○   ○       ○ ○    44 ○ ○   ○ ○ ○  

香川県 ○     ○  ○
県内の医療機関（専門医
療機関以外）

2  ○ ○ ○ ○     ○ 27  ○   ○   ○             ○ ○    121 ○    ○ ○ ○  

愛媛県 ○  ○  ○     2  ○ ○ ○ ○ ○     14  ○   ○       ○         ○ ○    424 ○ ○   ○ ○   
高知県 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   2  ○        65  ○    ○      ○   ○    94 ○    ○ ○ ○ ○

福岡県          0
肝疾患専門医療機関とは
随時メール等による連携を
図っているため。

         67  ○    ○ ○              ○ ○    1,316 ○ ○   ○ ○   

佐賀県 ○  ○  ○   ○ 連携医療機関、患者団体 2  ○  ○ ○  ○
患者団体の活動報告、県の各
種助成制度の利用実績等

  7  ○   ○       ○         ○  ○ 東部保健医療圏
要件を満たす医療機関がな
く、隣県の医療機関受診者が
多いため

64 ○ ○ ○  ○ ○ ○  

長崎県     ○     1  ○ ○        52  ○   ○  ○ ○ ○            ○ ○    51 ○    ○ ○ ○  
熊本県 ○  ○   ○  ○ 患者会代表 2  ○ ○ ○ ○      97   ○   ○      ○         ○ ○    179 ○    ○ ○ ○  

大分県 ○  ○  ○  ○  一部肝臓専門医 1    ○ ○ ○ ○
肝炎治療特別促進事業実績
報告

  13  ○    ○      ○         ○ ○    141 ○ ○   ○ ○ ○ ○

宮崎県 ○  ○   ○  ○ 県薬剤師会、県看護協会 1      ○ ○
肝炎に関する調査について、ウ
イルス性肝炎重症化予防事業
について

  61  ○    ○  ○ ○            ○ ○    100 ○    ○ ○ ○  

鹿児島県 ○     ○    2  ○ ○ ○ ○ ○     15  ○  ○   ○             ○  ○ 曽於
指定要件を満たす医療機関
がないため

440 ○    ○ ○ ○  

沖縄県 ○   ○  ○  ○
非専門医療機関の肝臓専
門医、拠点病院スタッフ

2  ○ ○ ○ ○ ○ ○
全国拠点病院連絡協議会内
容の報告

  13   ○   ○ ○ ○ ○      ○ ○    109 ○ ○   ○ ○ ○  

計 34 1 20 2 22 23 8 18 39 24 27 21 22 15 2 11 41 6 0 16 31 14 26 7 1 11 4 2 0 1 2 4 3 38 39 8 44 19 4 1 46 42 40 8

専門医療機関の機能 ２次医療圏での状況

専門医療機関のリストに関する情報公開について拠点病院連絡協議会の状況 専門医療機関について 肝炎治療特別促進事業の診断書を
発行できる指定医療機関数協議会のメンバー 開催回数 実施内容

未把握

未把握

拠点病院の連携

専門
医療

機関数

情報公開の方法 リストに公開している情報
う
ち
県
外
の
数

指定要件 把握 専門医の常駐できない時の対応
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北海道 　　 ○ ○ ○ 　　 　　 　　 　　  ○ 　　 　　 ○ ○ 　　 　　 　　  　　 ○ ○ 　　 ○ 保健所のホームページ 関係団体と無料検診、ポケットティッシュ配布等を実施
青森県  ○         ○        ○ ○   ○ 広報誌  
岩手県  ○        ○   ○ ○  ○ ○ コーディネーターに配布  ○ ○ ○    
宮城県   ○              ○   ○ ○ ○        ○   ○       
秋田県 ○   ○ ○ ○  ○ 協会けんぽ ○   ○ ○ ○  ○ 協会けんぽ     ○ 情報誌  
山形県  ○        ○   ○ ○            

福島県  ○        ○  ○ ○ ○  ○   ○ ○   ○
感染症メールマガジンでの配信
（担当課より配信）

肝臓週間の時期に併せ、保健所による街頭キャンペーンを実
施。

茨城県   ○              ○     ○ ○          ○         
栃木県   ○              ○     ○ ○          ○   ○     
群馬県 ○  ○ ○ ○ ○    ○  ○ ○ ○ ○     ○ ○     
埼玉県 ○   ○ ○ ○        ○     ○            ○     ○ 県広報誌  
千葉県 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○      ○   ○ 県民だより  
東京都   ○              ○           ○    ○ ○ ○   ○ ホームページ 肝臓週間に庁舎内にてパネル展を実施
神奈川県  ○        ○   ○ ○            
新潟県  ○        ○   ○ ○       ○     

富山県 ○  ○ ○ ○   ○
コンビ二エンスストア、医師会、
健診機関、商工会及び商工
会議所等

○  ○ ○ ○   ○
医師会、健診機関、商工会及
び商工会議所等

 ○ ○     

石川県  ○        ○  ○ ○ ○       ○     
福井県  ○        ○  ○ ○ ○   ○ イベント等で配布   ○  ○ 広報誌等  

山梨県  ○        ○  ○ ○ ○   ○
産業保健総合支援センターか
ら企業に配布

  ○ ○    

長野県  ○         ○               

岐阜県 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○ ○  ○
コンビニ、薬局などへの店頭に
リーフレット配布

○ ○     
肝疾患診療支援センターが岐阜市主催の健康まつりにて活
動を行っている。（年１回）

静岡県 ○  ○ ○      ○  ○ ○       ○      
愛知県 ○   ○ ○          ○     ○ ○          ○ ○       
三重県  ○         ○               
滋賀県  ○        ○  ○ ○ ○ ○  ○ 提携企業において配布    ○    

京都府 ○    ○     ○  ○ ○ ○  ○ ○
肝炎デーにおける街頭啓発や
各種健康関連イベントでの配
布、がん教育での配布

○ ○ ○     

大阪府  ○        ○  ○ ○ ○           
7月の肝臓月間にあわせ、肝炎ウイルス検査受検勧奨のメッ
セージを屋外広告物の電光掲示板に掲出

兵庫県  ○        ○   ○    ○ 県ホームページにおいて公表     ○ 県ホームページ  
奈良県  ○        ○   ○ ○ ○      ○     

和歌山県 ○   ○ ○     ○   ○ ○           
県民に肝炎ウイルス検査の必要性を伝えるための啓発まんが
（A4両面）を新たに作成

鳥取県  ○        ○   ○ ○ ○           
島根県 ○    ○     ○   ○ ○   ○ 街頭キャンペーンで配布 ○ ○ ○     
岡山県  ○        ○  ○ ○ ○     ○ ○ ○     
広島県  ○        ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ イベント等で配布している  ○  ○ ○ メールマガジン，県ホームページ  
山口県  ○ ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○  ○    ○      
徳島県  ○        ○  ○ ○ ○     ○ ○ ○     
香川県  ○        ○  ○ ○ ○   ○ 医療保険者にリーフレットを配  ○ ○     

愛媛県 ○   ○   ○ ○ イベントで掲示 ○   ○   ○ ○ イベントで配布  ○ ○  ○ ホームページ
うちわ、ポケットティッシュ、Ｔシャツ、のぼりの啓発用資材を作成
しイベント等で活用

高知県  ○        ○       ○ イベント時に配布 ○ ○ ○     
福岡県  ○        ○   ○ ○   ○ 患者団体への送付。     ○ 県ホームページ 厚労省の啓発事業「知って、肝炎プロジェクト」を利用。
佐賀県  ○        ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○    県内各地のイベントで出張肝炎ウイルス検査を実施している
長崎県  ○        ○   ○ ○      ○ ○  ○ 広報誌、情報誌 商業施設にて、啓発イベントを実施
熊本県  ○        ○   ○ ○     ○ ○ ○     
大分県  ○        ○    ○   ○ 街頭で配布 ○ ○ ○    啓発のためのポケットティッシュを作成して配布している。
宮崎県 ○  ○ ○ ○ ○    ○   ○ ○     ○ ○ ○     
鹿児島県 ○  ○ ○ ○ ○     ○          ○ ○    
沖縄県  ○        ○   ○       ○  ○    
計 14 33 11 14 12 4 1 3 43 4 19 40 36 8 8 16 14 28 25 7 13

肝炎対策に関する調査（Ⅳ） 啓発
啓発の内容について

啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発の際に活用しているメディア

啓発についての独自の取組
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北海道 　　  ○   　　  　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  　　 　　 　　  　　 　　 　　 　　  　　 　　 　　  　　 　　  　　  　　 　　 　　 　　 　　  　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  

青森県   ○                                                         
岩手県 ○ 地域肝疾患アドバイザー  207 31 ○ 県内全市町村に配置  ○ ○ ○ ○ ○   ○    ○     ○    ○   ○ 3  ○       ○ ○ ○     ○       ○    
宮城県    ○                                                                                                      
秋田県 ○ 肝炎医療コーディネーター  194 48 ○ 300  ○ ○ ○ ○     ○    ○    ○    ○     ○        ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    
山形県 ○ 山形県肝炎医療コーディネーター  57 57   ○ ○ ○ ○ ○    ○    ○     ○    ○   ○ 3   ○      ○ ○  ○     ○          
福島県 ○ 肝炎医療コーディネーター  68 68   ○ ○ ○ ○     ○     ○    ○    ○     ○      ○  ○ ○  ○ ○    ○   ○ ○      

茨城県 ○
茨城県地域肝炎治療コーディネー
ター

  375 54    ○   ○ ○ ○      ○      ○        ○      ○       ○              ○ ○   ○ ○     ○ ○ ○   ○         ○ 製薬企業ＭＲ

栃木県 ○ 栃木県肝疾患コーディネーター   286 78 ○
県内の肝疾患専門医療機関におけるコー
ディネーターの配置率80％

  ○ ○ ○ ○ ○    ○      ○        ○        ○
都道府県知事名及び栃木
県肝疾患診療連携拠点病
院名

   ○          ○   ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○   ○ ○   ○      

群馬県 ○ 群馬県肝炎医療コーディネーター  662 72 ○ 全市町村、全保健所に配置   ○ ○ ○     ○   ○     ○    ○     ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○    

埼玉県 ○ 埼玉県肝炎コーディネーター   477 134 ○
肝疾患診療連携拠点病院・地区拠点病院
における肝炎コーディネーター配置率をH33
年度までに100%にする

    ○ ○          ○    ○        ○      ○    ○ 5     ○          ○ ○   ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○     ○   ○ 患者会会員

千葉県 ○ 千葉県肝炎医療コーディネーター  549 200 ○
コーディネーター養成研修会を年度に2回以
上開催する

 ○ ○ ○  ○   ○    ○     ○    ○   ○ 5  ○   ○
更新のコンテンツ
については現
在、検討中

○ ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ 患者会

東京都 ○ 東京都肝疾患職域コーディネーター   144 34 ○

ウイルス性肝炎や肝炎対策についての知識
を持ち、肝炎ウイルス検査で陽性となった従
業員や肝疾患を有する従業員の就労と治
療を両立するための相談や支援（サポート）を
行う。

  ○ ○ ○ ○ ○    ○        ○      ○      ○       ○            ○ ○ ○ ○             ○         ○   ○
企業の薬剤師、第一
種衛生管理者、心
理相談員等

神奈川県 ○ かながわ肝疾患コーディネーター  128 51 ○ 平成34年度までに500人  ○ ○   ○   ○    ○     ○    ○   ○ 3     ○
更新の方法は
未定

      ○              

新潟県 ○ 肝炎医療コーディネーター  444 47   ○ ○ ○ ○  ○    ○    ○    ○     ○
拠点病院長と県福祉保健
部長の連名

  ○      ○  ○ ○  ○ ○   ○ ○    ○      

富山県 ○ 富山県肝炎医療コーディネーター  232 50 ○ 各所属において増加する  ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○    ○     ○ 課長   ○        ○ ○ ○ ○ ○      ○ ○ ○  ○    

石川県 ○
石川県肝炎医療コーディネーター
※養成を行っているが、設置という文
言は使っていない。

 178 61 ○
専門医療機関、保健所、市町に1名以上
配置

 ○ ○ ○ ○  ○
患者講義、Ｂ型肝炎訴
訟手続き

 ○    ○    ○     ○
石川県健康福祉部健康推
進課長

○      ○
所属状況の確
認（H30年度よ
り）

○  ○ ○  ○     ○ ○  ○ ○      

福井県 ○ 福井県肝炎医療コーディネーター  227 68 ○ 年間50名養成する  ○ ○ ○ ○ ○    ○    ○    ○     ○
福井県健康福祉部健康増
進課長名（H30～知事名と
する）

  ○      ○  ○ ○  ○ ○   ○  ○  ○ ○  ○    

山梨県 ○ 肝疾患コーディネーター  351 34   ○ ○ ○ ○ ○  ○
患者ケア（看護学）、患
者の声、公的助成制度
他

  ○
拠点病院が修了書を
交付した者に、県が
認定書を交付

○     ○    ○ ○
修了証は拠点病院の院長
名

  ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○
製薬メーカー職員、
社会保険労務士

長野県   ○                                                         

岐阜県 ○
岐阜県肝炎医療コーディネーター
（平成29年度より実施）

 144 144 ○ 平成37年度までに150人以上  ○ ○ ○ ○ ○   ○       ○
養成研修の修了かつ所
属機関の長が適正と認め
た場合

○    ○     ○        ○ ○  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○      

静岡県   ○                                                         

愛知県 ○ 愛知県肝炎医療コーディネーター   192 121 ○
研修会を年に１回以上開催、県内全市町
村に各１名ずつを配置

  ○ ○ ○ ○ ○      ○      ○      ○      ○       ○          ○   ○ ○   ○       ○ ○ ○   ○ ○          

三重県 ○ 肝炎コーディネーター  174 0   ○ ○ ○ ○      ○    ○    ○    ○     ○      ○  ○ ○         ○ ○ ○  ○ ○ ○
医療系の民間企業
職員

滋賀県   ○                                                         

京都府 ○
肝炎に関する知識を持つ人材
（29年度まで）

 274 48 ○
肝炎に関する知識を持つ人材を育成
29年度末までに200人

  ○ ○   ○ 患者講義   ○
認定等は行っていない
が、３０年度から認定
制度とする予定。

   ○

認定等は行っていない
が、３０年度から認定制
度とする予定。研修後に
試験を実施する予定で
す。

 ○    ○
３０年度からは健康福祉部
長名義で認定証を発行予
定。

  ○         ○           ○      

大阪府   ○                                                         

兵庫県 ○ 肝炎医療コーディネーター  526 177 ○ 各専門医療機関への１名以上の設置  ○ ○ ○ ○ ○ ○
肝炎患者支援手帳の活
用方法

 ○    ○    ○     ○ 健康福祉部長名 ○    ○    ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○ 患者会

奈良県 ○ 奈良県肝炎医療コーディネーター  199 118 ○ 全市町村に配置  ○ ○ ○ ○ ○   ○    ○     ○     ○
奈良県医療政策部長名・
奈良県肝疾患相談センター
長連名

  ○        ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○      

和歌山県 ○ 和歌山県肝炎コーディネーター  64 64   ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○    ○    ○   ○ 2   ○    ○  ○ ○  ○    ○ ○   ○       
鳥取県   ○                                                         

島根県 ○ 島根県肝炎医療コーディネーター  102 70 ○
平成32年10月までに肝疾患診療連携拠点
病院及び肝炎等精密検査実施医療機関
に１名以上配置する

 ○ ○ ○ ○    ○     ○    ○    ○   ○ 3年   ○    ○  ○ ○   ○    ○    ○ ○     

岡山県 ○ 地域肝炎対策サポーター  316 18   ○ ○ ○ ○ ○    ○     ○     ○    ○ 交付していない   ○      ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○  ○    

広島県 ○ ひろしま肝疾患コーディネーター  1,157 222 ○ 200人程度養成する  ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウイルス性肝炎に関する
疫学，肝疾患患者に対
する相談対応

○    ○     ○    ○   ○
５年
（運用は平成30年度から）

  ○    ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○

理学療法士，栄養
士，弁護士，企業
（健康管理担当除
く），患者

山口県 ○ 山口県肝疾患コーディネーター  382 61   ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○    ○     ○    ○ ○
認定証と受講者証を発行し
ているが、受講者証は拠点
病院と県の連名

○ 5   ○      ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○         

徳島県 ○ 肝炎医療コーディネーター  347 91 ○ 専門医療機関（全数）への配置  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 患者の立場から  ○    ○    ○    ○     ○      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○ 患者会

香川県 ○ 香川県肝炎医療コーディネーター  224 21 ○
肝炎医療コーディネーターを平成33年度まで
に300人養成する。

 ○ ○   ○   ○       ○

研修（講演・グループワー
ク）の受講を認定要件とし
ており、研修の終了後に
試験を実施しているが、
試験の結果は認定可否
に影響しない。

○     ○ 香川県健康福祉部長名   ○      ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○    

愛媛県 ○ 愛媛県肝炎医療コーディネーター  166 75 ○ 平成33年度までに300人  ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○  ○ 習熟度テストを実施 ○     ○
肝疾患診療相談センター長
と愛媛県保健福祉部長の
連名

○ 2   ○    ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ ○  ○ ○  ○  ○
民間医療系大学教
員（看護師）

高知県 ○ 高知県肝炎医療コーディネーター  304 46 ○ 各事業所　1名以上  ○ ○ ○     ○     ○    ○    ○     ○        ○ ○ ○     ○ ○ ○ ○      ○
参加者について職種
の制限はしていない。

福岡県 ○ 肝炎医療コーディネーター  779 187 ○
平成30～35年度までの6年間で900人養成
する

 ○ ○ ○  ○   ○       ○
研修及びレポートの提
出。

○    ○   ○

初認定時から翌年度末まで
を認定期間とし、更新以降
は永年となるが、5年間に最
低1回のセミナー受講が望ま
しいとしている。

  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○      

佐賀県 ○ 肝炎医療コーディネーター  1,068 340 ○
地区や所属において偏りなく養成し、肝疾患
対策の推進、医療の均てん化を目指す

 ○ ○ ○ ○ ○ ○
患者団体からの講話、行
動変容、両立支援

○    ○     ○    ○     ○      ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○  ○
マスメディア関係、患
者会、製薬会社、社
会保険労務士等

長崎県 ○ 特に設けていない  96 0 ○
肝炎対策に係る計画の施策の方向性に、
養成を行うことを明記

  ○ ○ ○     ○    ○    ○     ○
長崎県福祉保健部医療政
策課長

  ○        ○ ○      ○ ○ ○  ○       

熊本県 ○ 熊本県肝疾患コーディネーター  309 72 ○
・総数前年比(275名)+20%
・新規養成数55名以上
・活用2回以上

 ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○    ○    ○   ○ 3年   ○    ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○
医療系の民間関係
職員

大分県 ○ 地域肝炎治療コーディネーター  156 52 ○
県内全ての肝疾患診療連携拠点病院、肝
疾患協力医療機関並びに保健所、市町村
の肝炎対策担当部署に配置

 ○ ○ ○ ○ ○    ○    ○    ○    ○   ○ １年ごと   ○    ○  ○ ○      ○ ○ ○  ○ ○  ○    

宮崎県 ○ 肝炎医療コーディネーター  556 68 ○
全ての肝疾患専門・協力医療機関、市町
村、保健所に肝炎医療コーディネーターを配
置する

  ○ ○  ○    ○    ○    ○     ○ 宮崎県健康増進課長名   ○      ○  ○ ○ ○ ○    ○    ○     ○
ＭＲ、医薬品の卸売
業者

鹿児島県 ○ 鹿児島県肝炎医療コーディネーター  130 130 ○
県内の全ての肝疾患診療連携拠点病院，
肝疾患に関する専門医療機関並びに保健
所及び市町村の肝炎対策担当部署に配置

 ○ ○ ○ ○ ○   ○     ○    ○    ○   ○
研修受講の翌年度開始日
から２年

  ○    ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○  ○ ○  ○    

沖縄県 ○
沖縄県地域肝炎治療コーディネー
ター

 181 43   ○ ○ ○ ○ ○ ○    ○    ○    ○    ○     ○      ○  ○ ○ ○ ○ ○   ○  ○   ○  ○    

計 39 8 29 10 33 39 37 28 25 7 23 14 2 13 22 0 5 37 2 0 26 15 16 23 2 12 0 3 25 7 37 38 21 30 22 2 4 30 30 28 13 29 28 1 21 3 14

肝炎医療コーディネーター関係
コーディネーターの設置 コーディネーター数 養成、配置目標 養成研修内容 認定等の種類 認定等の方法 認定証等の発行 認定証等の交付名義 認定の更新 職種
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肝炎対策に関する調査（Ⅴ）施策等
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　　   　　   　　  　　    　　    　　  　　  　　  　　  　　  　　 　　 　　  　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　  　　 　　 　　 　　 　　  　　 　　 　　 　　 　　 　　  　　 　　 ○ 15,000 　　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 療養を支える主な制度、相談窓口等

                                                         ○ 400  ○  ○   ○    
○ 1 4 ○ 8 4 ○ 4 ○ 3 9 4 ○ 30 33 4 ○ 1   ○ 1 ○ 1       ○ ○   ○ ○  ○       ○ ○   ○     ○ 名札に使用できる認定証を配布  ○ ○ 1,500  ○ ○ ○ ○ ○ ○    
                                                                                              ○ 6,400   ○ ○ ○   ○ ○      
○ 1 1 ○ 8 1 ○ 1 ○ 8 8 1 ○ 11 25 1   ○ 1       ○ ○    ○    ○                  ○ 知識習得のための情報提供をしている  ○   ○          
○ 1 1 ○ 8 1   ○ 2 4 4 ○ 1 35 1 ○ 1             ○ ○     ○               ○     ○   ○          
○ 1 4 ○ 13 1 ○ 1 ○ 6 6 4 ○ 11 57 1   ○ 1           ○  ○    ○              ○      ○ ○ 9,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 2 3 ○ 20 3 ○ 3 ○ 5 12 3 ○ 12 44 3    ○ 3                 ○ ○     ○     ○                ○
拠点病院へ委託して
実施

      ○        ○ ○ 12,520   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 2 5 ○ 30 1    ○ 9 9 4 ○ 12 25 4    ○ 1    ○ 1           ○   ○     ○                       ○ ○            ○ ○ 10,500   ○   ○ ○ ○ ○      

○ 1 1 ○ 22 1 ○ 1 ○ 12 12 1 ○ 19 35 1 ○ 1 ○ 1   ○ 1     ○ 把握していない   ○  ○   ○  ○     ○    ○  ○ ○     ○ ○ 7,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

○ 1 1 ○ 63 1 ○ 1      ○ 2 63 1    ○ 1    ○ 1 ○
患者会会員（積極的
に活動している）

○        ○     ○     ○   ○        ○ ○        ○          ○ ○ 20,000   ○ ○ ○ ○ ○ ○      

○ 1 5 ○ 6 4 ○ 4 ○ 13 13 4 ○ 37 54 4 ○ 3   ○ 3 ○ 3 ○ 患者会 ○     ○   ○   ○            ○  ○     ○ ○ 21,100  ○  ○  ○  ○ ○
B型・C型肝炎の訴訟の給付金につい
て

                              ○ 4           ○   ○     ○                                 ○ 肝炎に関する情報提供   ○ ○
HB178,500部
HC193,500部

  ○ ○ ○ ○ ○ ○      

                  ○ 1           ○  ○    ○                ○    ○ ○ 28,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 1 1 ○ 22 1 ○ 1 ○ 12 12 1 ○ 17 30 1   ○ 1   ○ 1       ○  ○  ○   ○     ○      ○   ○     ○ ○ 6,000  ○ ○   ○ ○  ○
県内のウイルス肝炎に関し相談できる
ところ

○ 2 4 ○ 10 1   ○ 8 9 4 ○ 12 15 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1       ○ ○     ○                ○    ○ ○ 3,430  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 1 1 ○ 19 1 ○ 1 ○ 4 4 1 ○ 19 19 1         ○ 大学  ○    ○   ○   ○ ○ ○ ○
他県のコーディネー
ターによる講義

    ○
拠点病院と合同で実
施している

     ○ 研修会や活動支援交流会の開催  ○   ○          

○ 1 5 ○ 20 5 ○ 4 ○ 6 6 5 ○ 17 17 5 ○ 4 ○ 5   ○ 4       ○  ○  ○ ○  ○  ○       ○
拠点病院と合同で実
施している

○ ○  ○     ○   ○          

○ 1 5 ○ 5 1 ○ 3 ○ 5 5 4 ○ 18 27 4 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1    ○ ○
スキルアップ研修会
に患者も参加

 ○   ○   ○ ○  ○
病院内の施設や地
方病記念館の見学
等のイベント

    ○
拠点病院と共催、製
薬メーカー等が協力

     ○ カードを発行  ○ ○ 1,000  ○ ○ ○ ○    ○ かかりつけ医と専門医の連絡票

                                                           ○          

○ 1 5 ○ 11 3 ○ 3 ○ 5 7 4 ○ 6 42 3               ○ ○   ○   ○  ○   ○      ○ ○ ○      ○ ○ 8,200  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

                                                         ○ 16,800   ○ ○ ○    ○
検査スケジュール、肝炎・肝硬変の治
療指針

○ 4 5 ○ 20 1    ○ 5 12 1 ○ 14 54 1                  ○ ○
聴講者に患者の方
がいる（修了証対象
外）

    ○       ○                           ○        ○ ○ 2,000   ○   ○ ○ ○ ○      

○ 1 1 ○ 8 1 ○ 1 ○ 7 8 1 ○ 11 29 1 ○ 1   ○ 1 ○ 1 ○ 個人     ○  ○    ○                ○    ○   ○          

                                                         ○ 1,000部   ○ ○   ○  ○
訴訟（給付金対象者）について、肝炎
相談窓口

        ○ 8 8 1 ○ 26 26 1            ○      ○   ○                ○    ○ ○ 15,000部  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○
肝炎ウイルス検査について、相談窓口
について

                                                         ○ 12,500  ○ ○  ○ ○ ○    

○ 1 1 ○ 36 1 ○ 1 ○ 13 13 1 ○ 39 41 1 ○ 1 ○ 1   ○ 1 ○ 患者会 ○     ○     ○              ○      ○ ○
デジタルデータの共有を図り、
各自印刷の方法とっているた
め、不明

 ○  ○ ○ ○ ○  ○
各治療方法（治療薬）・薬剤耐性など
専門知識についての説明

○ 1 5 ○ 11 1   ○ 4 4 4 ○ 21 39 1   ○ 1     ○ 栄養士会     ○ ○    ○             ○   ○     ○ ○ 4,050  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 肝疾患相談センターの案内

○ 2 4 ○ 9 4 ○ 4 ○ 5 8 4 ○ 7 30 4               ○ ○     ○              ○   ○ コーディネーターのメーリングリストを作成  ○   ○          
                                                         ○ 36,000  ○  ○  ○ ○    

○ 1 5 ○ 12 1 ○ 1 ○ 7 7 4 ○ 10 19 1   ○ 1       ○ ○    ○   ○ ○  ○ ○    ○        ○ ○     ○ ○ 4,000部  ○ ○   ○ ○ ○   

○ 1 1 ○ 55 1 ○ 1 ○ 8 9 1 ○ 18 27 1     ○ 1 ○ 1       ○  ○  ○   ○       ○      ○      ○ ○ 20,000部  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 2 5 ○ 66 5 ○ 1 ○ 7 7 5 ○ 23 23 5 ○ 1 ○ 5 ○ 1 ○ 1 ○ 弁護団，患者会 ○     ○   ○ ○  ○  ○   ○  ○    ○ ○ ○ ○  ○

コーディネーター向けFacebookを運営
し，情報提供等を行っている。今後は相
談や要望についてもFacebookを活用す
る予定。

○  ○ 10,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○

肝臓の働きについて，肝硬変・肝がん
について，障害年金・身体障害者手
帳について，各種相談窓口（行政，肝
疾患相談室，弁護団事務局，肝友
会等），検査・受診状況記録，メモ欄

○ 1 5 ○ 30 5 ○ 1 ○ 7 8 3 ○ 3 19 1   ○ 1           ○ ○   ○ ○  ○ ○        ○
拠点病院と連携して
研修会を実施してい
る

○ ○ ○ ○     ○ ○

H26.3に10,000部作成してい
るが、現在は在庫がなく、ＨＰ
からダウンロードすることとして
いる。

 ○ ○  ○ ○ ○    

○ 1 5 ○ 18 4 ○ 4 ○ 5 6 4 ○ 8 24 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4 ○ 4   ○ ○    ○   ○   ○ ○ ○   ○      ○ ○       ○   ○          

○ 2 5 ○ 18 4 ○ 1 ○ 4 4 4 ○ 15 17 4 ○ 1     ○ 4       ○ ○     ○                ○    ○ ○ 5,410  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 1 5 ○ 13 5 ○ 1 ○ 7 7 5 ○ 9 20 5 ○ 4     ○ 4    ○    ○   ○   ○     ○  ○ ○   ○   ○     ○   ○          

○ 1 5 ○ 36 1 ○ 1 ○ 5 5 5 ○ 31 34 1         ○ 協会けんぽ     ○ ○   ○   ○ ○ ○   ○          ○    ○ ○ 2,000   ○ ○ ○      

○ 1 1 ○ 31 1 ○ 1 ○ 2 9 1 ○ 5 60 1   ○ 1 ○ 1   ○
保険者等。なお、活
動状況は今後報告が
くる予定。

○      ○  ○   ○ ○    ○      ○  ○ ○     ○ ○ 75,610  ○  ○ ○ ○ ○  ○ 助成制度に関する問い合わせ先一覧

○ 1 5 ○ 8 5 ○ 4 ○ 5 5 5 ○ 19 20 5 ○ 4 ○ 3 ○ 3 ○ 3   ○ ○     ○  ○ ○  ○ ○ ○       ○
拠点病院及び専門
医療機関と共同で開
催

○ ○ ○ ○     ○ ○ 5,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

                        ○
活動内容を把握して
いない

    ○  ○    ○                ○    ○   ○          

○ 1 1 ○ 不明 1 ○ 1 ○ 9 11 1 ○ 5 45 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1 ○ 1    ○    ○   ○   ○ ○ ○   ○      ○ ○ ○ ○     ○ ○ 2,000  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   

○ 1 5 ○ 10 4 ○ 1 ○ 1 7 1 ○ 5 18 1 ○ 1     ○ 1   ○     ○   ○   ○ ○ ○   ○      ○  ○ ○     ○ ○ 1,000  ○ ○ ○ ○ ○     

○ 1 2 ○ 29 4 ○ 4 ○ 8 8 4 ○ 14 26 4 ○ 1     ○ 4       ○  ○  ○   ○ ○    ○      ○   ○  ○
コーディネーター所属医療機関にセミナー
等の案内を送付している。

 ○   ○          

○ 1 1 ○ 13 1 ○ 1 ○ 5 13 1 ○ 5 43 1   ○ 1   ○ 1       ○ ○   ○   ○     ○         ○     ○ ○ 1,500  ○ ○ ○ ○ ○ ○    

○ 1 4 ○ 9 4 ○ 4 ○ 5 5 4 ○ 16 41 4   ○ 4   ○ 4    ○    ○   ○ ○  ○ ○ ○       ○
拠点病院と合同で開
催している

○    ○    ○   ○          

35 35 30 35 36 17 22 11 23 10 10 11 3 21 24 14 1 24 11 11 24 12 12 2 12 0 6 3 7 17 9 14 18 8 8 1 38 35 12 32 28 31 28 30 30 6 11

肝炎患者支援手帳について
コーディネーターの所属場所と活動度合（5：積極的活動　4：活動　3：あまり活動なし　2：活動なし　1：活動状況不明） 患者の参画 作成、配布について 支援手帳の内容認定者名簿 技能向上 技能向上　研修内容 技能向上　研修実施方法 支援 段階制認定
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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札幌市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
仙台市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　 ○ ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

さいたま市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○ ○  　  ○   　     　 ○

特定感染症検査等事業における
委託医療機関実施分について、
フォローアップを行っており、保健所
としては実施していない。

   　     　 　  　

千葉市 ○  　 ○ ○ ○     　  　 ○ Twitter、Facebookへの掲載     　    ○
保健所医師の立会いの上、面
談にて結果返却

○ ○   　  　  ○  　     　 　 ○
初回精密検査以降は千葉県がフォロー
アップ実施

横浜市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

川崎市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○

１回目の文書を受検後2、3ヶ月後、2回
目の文書を受検後約１年後に調査票を
送付し、受診の有無について確認。調査
票の返信ない方や未受診の方へ電話連
絡実施。期間については、現在検討中。

相模原市  ○
市内協力医療機関への依託
実施（医師会経由）

       　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

新潟市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　  　 ○ ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

静岡市 ○  　 ○ ○ ○   ○  　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○
肝炎検査後受診勧奨の連絡又は郵送
を行う。翌年度郵送にて医療機関への
受診状況調査を年１回実施。

浜松市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　 ○ バス・電車等の電光掲示板  ○ ○ ○
委託医療機関によるウ
イルス検査の紹介

 ○   　  ○   　  　  ○  　  ○  ○
未受診の場合、紹介状
発行後1年

未受診の場合、半年
後と1年後の最大計2
回

 　

名古屋市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

京都市 ○  　 ○ ○ ○   ○ ○ 　  　  　  ○   　 ○ ○   　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○
終了の申出，抗ウイルス療法開始後，
医師の経観不要時

大阪市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　  ○   　  　 ○   　    ○

精密検査受診勧奨：6
か月（又は受診するま
で）、
受診確認後の継続診
療状況追跡：2年

精密検査受診勧奨：2
回、
受診確認後の継続診
療状況追跡：2回

 　

堺市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 特定健康診査の案内中に記載  　 ○ 健康教育の実施  ○   　  ○   　  ○   　  　 ○   　    ○

半年（4月～9月受検者
を3月まで、10月～3月
受検者を9月までフォロー
している。）

最大で郵送2回、電話
2回

 　

神戸市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　  ○   　     　 ○
匿名検査のため、受診勧奨のみ
実施。

   　     　 　  　

岡山市 ○  　 ○ ○      　  　  　     　  ○   　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

広島市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　 ○    　  ○   　  　 ○   　    ○
２回目の受診勧奨は１
回目の受診勧奨から概
ね３ヵ月後

2  　

北九州市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　     　 ○    　  ○   　  　 ○   　     　 　 ○

精密検査を受診して概ね6ヶ月後に受
療状況を確認した後、1年後に受診状
況の確認・保健指導をする。その後はそ
れぞれのケースに応じてフォローアップす
る。

福岡市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　
熊本市 ○  　 ○ ○  ○  ○  　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　 ○   　    ○ 1 1  　

小樽市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　 ○ チラシ配布  ○   　  ○   　     　 ○ 体制が確立されていないため    　     　 　  　

函館市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　  ○ ○  　 ○   ○ 保健所長の面談による説明     　 ○
実施できる体制が整っていないた
め

   　     　 　  　

旭川市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

青森市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　   ○ ○ 希望者に紹介状を発行する     　 ○
HIV等と同時検査であり、匿名で
検査を受けているため。

   　     　 　  　

八戸市 ○  　 ○ ○ ○    ○ 40,50,60,70歳に受診案内を送付  　 ○
わが家の健康カレンダーに掲
載し、全戸配布

 ○   　 ○ ○   　  ○   　  　 ○   　 ○    　 　  　

盛岡市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　 ○
感染症研修会にて関係機関
に周知（社会福祉施設等）

 ○   　  ○  ○
陽性結果は必ず医師が面談
し説明。紹介状を渡す。諸制
度を資料で説明。

○ ○  ○
健康増進事業担当課と連携して実施。また，県及び事業
実施市町村と連携して実施している。

 　  ○  　 ○    　 　  　

秋田市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　     　 ○  ○  　  ○   　  　 ○   　 ○    　 　  　

郡山市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　 ○ ○ ○  　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

いわき市 ○  　 ○ ○ ○   ○  　  　  　  ○ ○  　 ○ ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

宇都宮市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○
抗ウイルス療法による治療が開始される
まで，フォローアップを継続している

前橋市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　   ○  　 　  　

高崎市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

川越市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　 ○ チラシの配布  ○ ○  　 ○ ○   　  ○   　  　 ○ ○  　  ○   　 　  　

越谷市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

船橋市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　 ○ ○  ○
 面接にて紹介状発行と受診
結果確認、生活指導実施。

○    　  　  ○  　     　 　 ○ 都道府県にて実施

柏市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　 ○ ○ ○  　  ○   　  　  ○  　 　 ○ 　 　 　 　 　 　

町田市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　     　  ○  ○
陽性結果は必ず医師が面談
し説明。紹介状を渡す。諸制
度を資料で説明。

○    　  　  ○  　    ○
医療機関の定期受診が
確認できた時点まで

1回/年  　

八王子市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
横須賀市 ○  　 ○ ○  ○    　  　  　  ○   　 ○    　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　
藤沢市 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

茅ヶ崎市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　  ○   　     　 ○

陽性例が出た場合は紹介状を交
付することとしており、受診結果は
紹介状の返事により把握可能な
ため。（本市は、昨年４月に保健
所を設置してから、陽性例は出て
おりません）

   　     　 　  　

富山市 ○  　 ○ ○ ○     　  　 ○ フェイスブック     　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

金沢市 ○  　 ○ ○  ○ ○  ○
健康診査の案内に掲載（全戸配
布）

 　  　     　  ○ ○  　  ○   　  　  ○  　    ○ 複数年 最低３回  　

同意取得時期 フォローアップの継続

保健所での実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）

実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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実施状況 周知方法 利便性を高める取り組み 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ

長野市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　 ○ 協会けんぽ  　  ○   　  ○ ○  
電話で来所を促し、面談で説
明し紹介状を渡す。

 ○   　  　 ○   　    ○ 3か月後 1回  　

岐阜市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　    ○ 1年 1回  　

豊田市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
豊橋市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　
岡崎市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　  ○  　   ○  　 　  　
四日市市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　 ○ ○   　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○ フォローアップの同意が得られる限り継続
大津市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

高槻市 ○  　 ○ ○      　  　  　     　 ○   ○ 窓口での手渡し     　 ○
実施に係る要綱がないことやフォ
ローアップ体制の人員体制不足

   　     　 　  　

東大阪市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　  ○   　     　 ○ 匿名受診のため。    　     　 　  　

枚方市 ○  　 ○ ○ ○  ○  ○ 乳幼児健診案内に同封  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　    ○
受診1年後の結果把握
まで

　  　

豊中市 ○  　 ○ ○ ○     　  　 ○
年間スケジュール（日程表）を
年度当初に配布

○ ○ ○  　 ○    　     　 ○
陽性者へのフォローアップ体制が確
保できないため

   　     　 　  　

姫路市 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　    ○ １年 　  　
尼崎市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　 ○   　  ○   　 　  　

西宮市 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

奈良市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

和歌山市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○ ○  　  　 ○ 公式SMSを通じての啓発  ○ ○  　 ○ ○ ○  　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

倉敷市 ○  　 ○  ○  ○   　  　  　  ○   　 ○ ○   　  ○   　  　   ○ 本人よりの希望時     　 　 ○

肝炎治療受給者証を取得するまで(ただ
し、定期検査の助成制度利用の希望が
あったものについては治療後もフォローアッ
プ継続)

呉市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　 ○    　 ○    　  　  ○  　     　 　 ○ 県で実施

福山市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

下関市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　  ○   　 ○  ○  　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○
フォロー同意期間中かつ、治療開始まで
の期間

高松市 ○  　 ○ ○ ○   ○  　  　  　     　  ○   　  ○   　  　  ○  　   ○  　 　  　

松山市 ○  　 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 特定健診案内時 ○

全国健康保険協
会愛媛支部、愛
媛大学医学部附
属病院肝疾患総
合相談センター

 　  ○   　  ○  ○ 面談で結果票を用いての説明  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　

高知市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　 ○  ○  　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

久留米市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　 ○
住民健診案内パンフレットに
掲載

 ○   　  ○   　  ○   　  　   ○ 検査費用助成申請時  ○   　 　  　

大牟田市  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　 　 　 　 　 　 　 　 　
長崎市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　 ○  ○  　  ○   　  　 ○   　  ○   　 　  　

佐世保市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　 ○ ○ ○  　 ○  ○  　  ○   　  　 ○   　 ○    　 　  　

大分市 ○  　 ○ ○  ○  ○  　  　 ○ デジタルサイネージによる広報  ○   　  ○ ○  　  ○   　  　  ○  　     　 　 ○
治療開始するまでフォローアップを継続し
ている

宮崎市 ○  　 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 宮崎市健康診査受診券の送付  　  　     　  ○   　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

鹿児島市 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　  ○ ○  　  ○   　  　  ○  　  ○   　 　  　

那覇市 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　  ○  　 ○    　 　  　
保健所設置市計 65 9 65 64 56 38 11 17 7 2 12 3 51 20 1 23 51 13 8 5 53 0 1 9 12 43 2 18 13 3 11 12
千代田区 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　     　 ○  ○  　   ○  　  　  ○  　     　 　 ○ 29年度フォローアップの該当なし

中央区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　 ○    　  　  ○  　  ○   　 　  　

港区  ○
特定感染症検査等事業では
実施していないため

       　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

新宿区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　  ○   　     　 ○

匿名の検査のため、紹介状を発
行し医療機関へつなげている。
都フォローアップ制度の説明をして
いる。

   　     　 　  　

文京区 ○  　 ○ ○      　  　  　  ○   　  ○   　   ○  　  　  ○  　    ○
調査票の送付後、半年
間

1回  　

台東区  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

墨田区  ○
墨田区医師会へ委託（医療
機関で実施）

       　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

江東区  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

品川区 ○  　 ○ ○ ○    ○

国保・後期高齢・生保健診対象者
には各健診の受診券発送時に、リー
フレット（がん検診等のご案内）を同
封。それ以外の社保加入者は世帯
に１部発送。

 　  　  ○   　  ○   　   ○  　  　  ○  　     　 　 ○

同意書に記載された病名・治療方針・
次回受診時期等で区から連絡せずとも
医療の管理下におかれていることが判断
できるため、それ以上は継続していない。

目黒区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　 ○
39歳以下区民健診案内・申
込時

   ○
39歳以下区民健診時
での実施

○ ○ ○  　 ○   ○
検査陽性確認後、東京都のフォローアップ事業について案
内。

 　   ○ 都道府県にて実施     　 　 ○ 都道府県にて実施

大田区  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
世田谷区  ○ 医師会委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
渋谷区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　     　 ○ 匿名での検査のため。    　     　 　  　

中野区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　 ○ ○   　 ○    　  　  ○  　  ○   　 　  　

杉並区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　    ○

初回精密検査費用助成の申請をした方及び申請をしてい
ない方についてのフォローアップは区が、定期検査費用助成
の申請をした方に対するフォローアップについては東京都が
行っている。

 　 ○   　    ○
紹介状発行時から６ヶ
月後まで

電話と手紙を計３回  　

豊島区 ○  　 ○ ○ ○    ○ 20～40歳対象健診案内に同封  　  　  ○   　 ○ ○   　   ○  　  　 ○   　 ○    　 　  　
北区 ○  　 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　   ○  　  　  ○  　 ○    　 　  　

荒川区 ○  　 ○       　  　 ○
検査の問い合わせがあった時
に周知

   ○
委託により医療機関で
実施

 ○   　   ○  　  　  ○  　    ○ 1 2  　

板橋区 ○  　 ○ ○ ○     　  　  　     　  ○   　   ○  　  　  ○  　  ○   　 　  　

練馬区  ○ 練馬区医師会等に委託のため        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

足立区  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　
葛飾区  ○ 医療機関委託        　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

江戸川区  ○
区医師会医療検査センターへ
委託

       　  　  　     　     　     　  　    　     　 　  　

特別区計 13 10 13 12 11 7 0 0 2 0 2 0 8 1 2 4 12 2 0 3 0 7 2 2 2 8 1 2 3 0 3 3
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    　     　      　  ○  　 611 ○ ○ ○     　  　  　     　 ○ ○   　  ○   　  　
○ ○   　 ○  ○  　    ○  　  ○  　 681 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　

    　     　      　  ○  　 410 ○ ○     ○
年度当初に他検診を含む勧奨
はがきを送付

 　 ○
実施医療機関一覧等記載
の冊子を全戸配布

 ○ ○  　  ○   　  ○   　  　

   ○
初回精密検査以降は千
葉県がフォローアップ実施

○ ○ ○  　     ○
初回精密検査以降は千葉
県がフォローアップ実施

  ○
健康増進事業に関する肝炎検査を医療機関
委託で行っているため

　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 1,199 ○ ○ ○   ○ ○
がん検診の個別案内に合わせて
一部掲載

 　 ○ 年賀はがきを作成して周知     　    ○ 各委託医療機関に任せている ○ ○   　  　

○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　  ○  　 396 ○ ○ ○    ○
特定健診、後期高齢者健診
に、案内を掲載

 　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　

    　     　      　  ○  　 211 ○ ○ ○     　  　  　   ○  　  ○   　  ○   　  　

○    　   ○  　      　 ○ ○  　 273 ○ ○ ○ ○  ○ ○
特定健診・がん検診の案内と同
時に郵送で個別案内

 　  　  ○ ○  　    ○ 委託医療機関に任せている  ○   　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　     ○ 医療機関の情報提供  ○  　 250 ○ ○ ○     　  　 ○
健診案内を年度初めに全
戸配布

 ○   　 ○ ○   　  ○   　  　

○ ○  ○
受診確認書と半年後の調
査票

○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 5 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　    ○
受診券を発行し、5医療機
関から受検者が選択

○    　  ○  ○
同一医療機関内で実施（※精密検査
未受診の場合は、保健所設置市にて
フォローアップ）

 　

    　     　      　  ○  　 1,021 ○ ○  ○   ○
がん検診と併せて案内リーフレッ
トを全戸配布。

 　 ○
委託医療機関へ受検勧奨
ポスター掲載依頼等。

 ○ ○  　    ○ 原則対面により結果通知を行う。  ○   　  　

○    　 ○  ○  　    ○  　  ○  　 355 ○ ○ ○   ○  　 ○
京都府肝炎対
策協議会

 　   ○  　 ○ ○ ○  　  ○   　  　

○ ○ ○  　 ○ ○  ○
肝炎手帳配付（病状や医療
機関への勧奨について記載）

     　 ○  ○
各区保健福祉センターでの検査を実施してい
るため

　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　    ○
平成30年度より初回精密検
査費用助成の案内を同封

    ○
受診につなげることを目的とし
ており、精密検査後について
はフォローしていない。

 ○  　 405 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 特定健康診査の案内中に記載  　 ○ 健康教育の実施   ○  　  ○   　  ○   　  　

    　     　      　  ○  　 582 ○ ○ ○    ○ 　  　  　  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　

○ ○   　 ○  ○  　      　 ○ ○  　 121 ○ ○  ○    　 ○
肝炎相談セン
ター（岡山大学
病院内）

 　 ○    　 ○ ○   　  ○   　  　

 ○ ○  　 ○  ○  　      　 ○ ○  　 約1500 ○ ○      　  　  　     　 ○ ○   　  ○   　  　

○ ○   　    ○

検査結果送付後、3ヶ月経過
しても精密検査結果の送付が
無い場合、勧奨ハガキを送
付。その後1ヶ月を経過しても
未受診の場合、2週間以内に
2回、電話にて受診勧奨。不
在の場合はパンフレットを送付
する。

     　 ○ ○  　 470 ○ ○ ○     　  　  　  ○ ○  　 ○    　  ○   　  　

○ ○   　  ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 564 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　  ○   　  　
○    　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 363 ○ ○  ○  ○  　  　  　     　 ○ ○ ○  　  ○   　  　

    　     　      　  ○  　 38 ○ ○ ○ ○    　  　 ○ チラシ配布  ○   　 ○ ○   　     　 ○
体制が確立されていな
いため

    　     　      　  ○  　
1箇所（委託先の健診
専門機関）

○ ○ ○ ○    　  　  　  ○ ○  　 ○   ○ 保健所長の面談による説明     　 ○
実施できる体制が整って
いないため

    　     　      　  ○  　 6 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　 ○ ○   　    ○ 医療機関委託  　

    　     　      　  ○  　 124 ○ ○ ○ ○    　  　  　 ○ ○  ○
セット検査の他に、肝炎単
独検査あり。

○ ○   　  ○   　  　

○    　 ○  ○  　      　 ○ ○  　 59 ○ ○ ○ ○   ○
40,50,60,70歳に受診案内を送
付

 　 ○
わが家の健康カレンダーに掲
載し、全戸配布

 ○   　 ○    　  ○   　  　

 ○  ○
紹介先医療機関からの回
答及び本人からの確認。

○ ○ ○ ○
当市の陽性者サポート事業に
ついて説明している。

 ○ ○ ○ ○
肝炎かかりつけ医と連携し勧
奨している。

  ○
岩手県「緊急肝炎ウイルス検査事業」につなげ
ている。

　        　  　  　     　     　     　  　

 ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　  ○  　 100 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　     　 ○  ○  　  ○   　  　

○ ○   　    ○

結果通知の前に、電話でこれ
から結果を通知することや受
診可能な医療機関、フォロー
アップ事業と初回精密検査費
用の助成について説明してい
る。検査結果について相談等
ある際は随時受け付けてい
る。

     　 ○  ○
直営検査を実施しており、健康増進事業にお
いて肝炎ｳｲﾙｽ検診を医療機関に委託してい
るため。

　        　  　  　     　     　     　  　

○    　 ○    　  ○    　   ○ 保健所分で充足しているため 　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　  ○ ○  　  ○  ○  　   ○
医療機関で対象者を選別するため，調整が困
難

　        　  　  　     　     　     　  　

○    　   ○  　      　 ○  ○ 保健所のみでの実施のため 　        　  　  　     　     　     　  　

 ○   　  ○ ○  　      　 ○  ○
保健所で実施する特定感染症検査等事業の
肝炎ウイルス検査と、健康増進事業の肝炎ウ
イルス検診によりまかなえているため

　        　  　  　     　     　     　  　

○    　 ○ ○ ○  　      　 ○ ○  　 96 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　

○ ○   　   ○  　    ○  　  ○  　 89 ○ ○ ○ ○    　  　 ○

40歳から70歳の中で5歳刻
みの節目年齢かつ、いままで
市の肝炎ウイルス検診をうけ
たことがない方へ、個別通知
をしている。

 ○ ○  　  ○ ○ ○

フォローアップ事業に同意されている場合は初
回精密検査等について電話で説明したのち、
案内を同封している。同意されていな場合「わ
たしの肝臓手帳」を送付し情報提供をしてい
る。

 ○   　  　

   ○ 都道府県にて実施     　 ○     　 ○  ○ 保健所で実施しているため。 　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○ 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○ 受診者減少のため 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

○ ○   　  ○ ○  　  ○ ○ ○  　   ○ 保健所で肝炎ウイルス検査を実施しているため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 188 ○ ○ ○ ○    　  　 ○ 検診ガイドの全戸配布  ○ ○  　  ○   　  ○   　  　
○ ○   　   ○  　    ○  　   ○ 健康増進事業で実施しているため 　        　  　  　     　     　     　  　
○ ○   　 ○ ○ ○  　    ○  　   ○ 健康増進事業において実施しているため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　   ○
受検希望者数が少なく、保健所の直営検査
で対応可能なため。

　        　  　  　     　     　     　  　

 ○   　   ○  　    ○  　  ○  　 7 ○ ○ ○     　  　  　     　  ○   　     　 ○
陽性者がいなかったた
め。

 ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　  ○  　 339 ○ ○  ○ ○   　 ○ 石川県医師会  　  ○ ○  　    ○

専門医療機関での精密検査の必要性を説明
したうえ受診を勧奨するとともに、保健所から連
絡が入る旨を伝えている（方法は医療機関に
任せている）

 ○   　  　

実施状況

箇所数

利便性を高める取り組み同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法 要医療者に対する勧奨方法 周知方法 陽性者への結果連絡 陽性者へのフォローアップ

委託医療機関での肝炎ウイルス検査の実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）
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委託医療機関での肝炎ウイルス検査の実施状況（特定感染症検査等事業によるもの）

 ○   　  ○   　      　 ○  ○

健康増進事業では医療機関に委託している。
本事業については、今まで検討してきていな
い。もし本事業で委託する場合は、有料と無
料の違いがあるのですみ分けをしっかりする必要
がある。

　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　   ○  　    ○  　  ○  　 370 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　    ○ 受診医療機関にて通知  ○  ○

肝炎ウイルス検査の結果は医療機関か
らの委託料請求の際に添付され結果通
知の控えにより把握しており、陽性者に
保健所から積極的な勧奨はしていない

 　

    　     　      　  ○  　 104 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　 ○ ○   　  ○   　  　
○    　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 130 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　
○    　   ○  　      　 ○  ○ 岡崎市保健所において実施しているため。 　        　  　  　     　     　     　  　
○    　   ○  　     ○ 各医療機関で実施している  ○  　 146 ○ ○ ○    ○ 個別がん検診の案内に掲載  　  　     　    ○ 各医療機関で実施している  ○   　  　
○ ○   　  ○ ○  　    ○  　  ○  　 110 ○ ○      　 ○ 医師会等  　     　    ○ 医療機関に一任  ○   　  　

    　     　      　   ○ 大阪府にて委託検査を行っているため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　   ○ 匿名でHIVと同時検査のため 　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　      　 ○  ○
大阪府で医療機関委託事業が実施されてい
るため

　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　   ○ 府において実施（医療機関委託） 　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　 ○  ○  　    ○  　  ○  　 215 ○       　  　 ○ 問い合わせ時に個別案内     　    ○ 検査実施医療機関で医師より結果説明  ○   　  　
○ ○   　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 206 ○ ○      　  　  　   ○  　    ○ 検査した医療機関で医師より結果説明  ○   　  　

○ ○   　  ○ ○  　      　 ○ ○  　 124 ○ ○      　  　  　     　  ○  ○

口頭説明時に、予め委託医療機関に送付し
ていた、陽性時に渡す書類一式（初回精密検
査費用助成の案内等）を渡してもらうよう依頼
している。

 ○   　  　

○ ○   　  ○ ○  　      　 ○ ○  　 1 ○       　  　 ○ 特になし     　  ○   　  ○   　  　

○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　  ○  　 450 ○       　  　 ○

原則保健所検査を案内。
保健所の検査日に来所が
難しい場合は、受検歴がな
いことを確認したうえで医療
機関の検査を案内している。

  ○  　 ○ ○   　  ○   　  　

○    　 ○  ○  　  ○  ○ ○ 電話による状況確認  ○  　 26 ○ ○ ○ ○ ○   　  　  　 ○    　 ○ ○ ○  　  ○   　  　

   ○ 県で実施 ○ ○ ○  　  ○    　  ○  　 約240 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　  ○   　 ○    　  　

    　     　      　  ○  　 1 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　    ○
健康ふくやま２１フェスティバ
ルにて実施

○    　  ○   　  　

○ ○   　   ○  　      　 ○ ○  　 144 ○ ○ ○ ○  ○  　  　  　     　 ○ ○   　  ○   　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　      　 ○ ○  　 16 ○ ○    ○  　  　  　 ○    　    ○ 各委託医療機関に任せている  ○   　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 182 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 特定健診案内時 ○
全国健康保険
協会愛媛支部

○
医療機関で個別の受診勧
奨

    　    ○ 委託医療機関から個別に説明  ○   　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　  ○  　 160 ○ ○ ○ ○    　  　 ○
各委託医療機関による周知
協力

 ○   　    ○
医療機関に精密検査等の助成制度の案内を
するよう依頼している

 ○   　  　

○ ○   　   ○  　      　 ○ ○  　 162 ○ ○ ○ ○    　  　 ○
住民健診案内パンフレットに
掲載

   ○
委託医療機関の診療時間
内の実施

   ○ 各委託医療機関に依頼している  ○   　  　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○  　 77 ○ ○ ○ ○   ○ 　  　  　  ○   　  ○   　  ○   　  　
 ○   　  ○   　      　 ○ ○  　 228 ○ ○ ○   ○  　  　  　     　    ○ 委託医療機関により結果の返し方は異なる  ○   　  　

○ ○   　 ○ ○   　  ○  ○  　  ○  　 95 ○ ○ ○ ○ ○   　 ○
佐世保市肝炎
ウイルス検査委
託医療機関

 　  ○ ○  　 ○ ○ ○  　  ○   　  　

○ ○   　 ○  ○  　    ○  　  ○  　 163 ○ ○  ○  ○  　  　 ○
デジタルサイネージによる広
報

  ○  　  ○ ○ ○
各医療機関にまかせているが、保健所からも連
絡している

 ○   　  　

   ○ 受診報告書の受理 ○ ○ ○  　      　 ○ ○  　 168 ○ ○ ○ ○ ○  ○ 宮崎市健康診査受診券の送付  　  　  ○  ○
受診券対象外の検査希望
者に対する個別受診券の
送付

   ○ 委託医療機関で実施  ○   　  　

 ○   　  ○ ○ ○

初回精密検査の勧奨と同時
に、定期検査ができる医療機
関・助成制度についても案内
している。

     　 ○  ○ 保健所直営での実施で対応できているため。 　        　  　  　     　     　     　  　

 ○   　  ○ ○  　    ○  　   ○ 予算 　        　  　  　     　     　     　  　
42 41 2 6 30 28 47 6 1 18 2 27 6 23 52 22 52 49 38 29 5 12 12 6 16 4 23 16 5 20 31 7 19 2 47 0 3 3
○ ○   　   ○  　    ○  　  ○  　 71 ○ ○ ○     　  　  　  ○   　 ○  ○  　   ○  　  　

 ○   　    ○
東京都実施のフォローアップを
勧奨

     　 ○  ○ 保健指導と併せて行いたいため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　   ○
特定感染症検査等事業では実施していないた
め

　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 1 ○ ○      　  　  　   ○  　 ○ ○   　 ○    　  　

○ ○   　  ○ ○  　   ○ ○  　   ○ 希望者に対し、保健所にて実施しているため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 105 ○ ○ ○ ○    　  　  　  ○   　    ○ 各医療機関に任せている   ○  　  　

    　     　      　  ○  　 113 ○ ○ ○ ○   ○ 他の検診の案内にチラシを同封  　  　    ○
委託医療機関の診療時間
内で受診が可能

   ○ 検診を実施した医療機関で結果説明を行う ○  ○  　  　

    　     　      　  ○  　 167 ○ ○ ○ ○    　  　  　     　  ○   　 ○    　  　

   ○

同意書に記載された病名・
治療方針・次回受診時期
等で区から連絡せずとも医
療の管理下におかれている
ことが判断できるため、それ
以上は継続していない。

○ ○ ○  　      　 ○ ○  　 221 ○ ○ ○ ○   ○

国保・後期高齢・生保健診対
象者には各健診の受診券発送
時に、リーフレット（がん検診等の
ご案内）を同封。それ以外の社
保加入者は世帯に１部発送。

 　  　  ○   　    ○ 委託先に任せている   ○  　  　

   ○ 都道府県にて実施 ○ ○ ○  　  ○ ○ ○ ○ 都道府県にて実施   ○
39歳以下区民健診時に保健所内で実施して
いるため。

　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 237 ○ ○ ○     　  　  　     　    ○ 実施医療機関から結果を伝える   ○  　  　
    　     　      　  ○  　 394 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 特定健診のご案内に同封 ○ 医師会  　  ○ ○  　  ○   　   ○  　  　
    　     　      　  ○  　 153 ○ ○ ○     　  　  　   ○  　  ○   　   ○  　  　

 ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○ 区民検診で委託実施しているため。 　        　  　  　     　     　     　  　

○ ○   　  ○ ○  　     ○

フォローアップ同意書を提出し
た方に送付している調査書
に基づき、受診勧奨をしてい
る。

 ○  　 723 ○ ○ ○    ○
区民健診対象者へ、受診案内
時に追加検査項目として案内し
ている。

 　  　  ○   　    ○
口頭説明が基本だが委託先により郵送通知を
利用している

○    　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　  ○  　 172 ○ ○ ○    ○ 　  　  　   ○  　  ○   　   ○  　  　
○ ○   　   ○  　      　 ○ ○  　 113 ○ ○ ○     　  　  　   ○  　  ○   　   ○  　  　

○    　   ○  　     ○
郵送によりアンケート調査実
施

 ○  　 89 ○ ○ ○     　  　  　     　  ○   　   ○  　  　

○ ○   　 ○ ○ ○  　      　 ○  ○ 保健所実施で可能なため 　        　  　  　     　     　     　  　

    　     　      　  ○  　 2 ○ ○ ○ ○   ○
他の健（検）診と一緒にご案内を
送付

○ 練馬区医師会  　  ○ ○  　 ○ ○   　 ○    　  　

    　     　      　  ○  　 4 ○ ○ ○     　  　  　   ○  　 ○    　   ○  　  　
    　     　      　  ○  　 154 ○ ○ ○     　  　  　     　 ○    　   ○  　  　

    　     　      　  ○  　 1 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 　  　  　  ○   　 ○    　   ○  　  　

7 8 0 2 5 6 10 1 0 3 3 5 3 4 17 6 17 17 16 7 0 2 7 2 0 0 7 7 1 6 8 1 5 5 0 13 0 0
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○      ○ 　 1  　 ○    　 ○    　      　 ○  ○   　  　  　    　
 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

○      ○ 概ね２か月 １回～４回  　 ○ ○   　   ○  　     ○ 各医療機関が指導   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　    ○

フォローアップにて、陽性者に
その後医療機関にかかったか
等を確認する調査票を送
付。

  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

○       　 　 ○

１回目の文書を受検後2、3ヶ月後、2回目の文書を受検
後約１年後に調査票を送付し、受診の有無について確
認。調査票の返信ない方や未受診の方へ電話連絡実
施。期間については、現在検討中。

○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ フォローーアップ終了時期について検討中 ○ ○   　 ○  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　 ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

○ ○      　 　 ○
肝炎検査後受診勧奨の連絡又は郵送を行う。翌年度郵
送にて医療機関への受診状況調査を年１回実施。

○ ○  ○ 所内面接 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

 ○   ○  ○
未受診の場合、紹介状発行
後1年

未受診の場合、半年後と1年後
の最大計2回

 　 ○ ○  ○
受診確認書と半年後の調査
票

○  ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ 原則初回の精密検査受検勧奨のみを行っている。 ○    　 ○  ○  　      　 ○ ○  ○  　  　  　 ○   　

○       　 　 ○ 終了の申出，抗ウイルス療法開始後，医師の経観不要時 ○ ○   　 ○  ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

○      ○
半年（4月～9月受検者を3月
まで、10月～3月受検者を9
月までフォローしている。）

最大で郵送2回、電話2回  　 ○ ○   　    ○
平成30年度より初回精密検査費用助
成の案内を同封

    ○
受診につなげることを目的としており、精密検
査後についてはフォローしていない。

  ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○ ○ ○  　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

○      ○
２回目の受診勧奨は１回目
の受診勧奨から概ね３ヵ月後

2  　  ○ ○  　 ○  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

○       　 　 ○
精密検査を受診して概ね6ヶ月後に受療状況を確認した
後、1年後に受診状況の確認・保健指導をする。その後は
それぞれのケースに応じてフォローアップする。

○ ○   　    ○

検査結果送付後、3ヶ月経過しても精
密検査結果の送付が無い場合、勧奨ハ
ガキを送付。その後1ヶ月を経過しても未
受診の場合、2週間以内に2回、電話に
て受診勧奨。不在の場合はパンフレット
を送付する。

     　 ○ ○    　  　○
市医師会を通じ、検診機関に実施事
業所の選定・検査実施を委託してい
る。

   　

 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　  ○ ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　
○      ○ 1 1  　 ○    　 ○ ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

○       　 　 ○

年１回以上受診状況の確認を行い，未受診の場合は電
話連絡及び受診を勧める文書の送付等により受診勧奨を
行う。フォローアップは２年以上定期的な通院をしており医
師が本事業のフォローアップが不要（継続受診が可能）と判
断した場合は対象者から終了希望の申出あった場合以外
は継続する。

   ○
委託医療機関（肝疾患専
門医療機関）がカルテ等で受
診状況を確認する。

  ○  　     ○
委託医療機関（肝疾患専門医療機関）が
治療等行っている。

  ○   　  　  　    　

  ○
初回精密検査費用・定期
検査費用助成時

   ○ 1 1  　  ○   　     　 ○     　 ○  ○   　  　  　    　

○   ○    　 　  　 ○    　 ○ ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

○   ○    　 　  　  ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

○    ○   　 　  　 ○    　 ○ ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

○      ○ 1年間 2回：6月と12月に実施している。  　 ○ ○   　 ○  ○  　     ○
初回精密検査費用助成についての資料送
付時に、定期検査費用助成についての資料
も送付している。

  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ 受診の有無を確認し、未受診者には勧奨資料を送付 ○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　
       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　
       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

○      ○ 複数年 ３回以上  　  ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　  ○    　  　○

特定感染症検査等事業の肝炎ウイル
ス検査委託医療機関特定感染症検
査等事業の肝炎ウイルス検査委託医
療機関

○  ○

・健診センターがある委託医療機関へ訪問説明
・職場の健康診断のため、特定感染症検査等事業の
肝炎ウイルス検査委託医療機関を受診された方に対
し、委託医療機関から、無料の肝炎ウイルス検査の同
時実施をお勧めいただいている。

要医療者に対する勧奨方法 実施状況 連携先 啓発方法同意取得時期 フォローアップの継続 同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について
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肝炎対策に関する調査（Ⅱ） 肝炎ウイルス検査・陽性者へのフォローアップ対応
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要医療者に対する勧奨方法 実施状況 連携先 啓発方法同意取得時期 フォローアップの継続 同意者への状況確認方法 精密検査の勧奨方法

職域における肝炎ウイルス検査促進事業について

       　 　  　     　     　      　  ○  ○  　  　  　    
協会けんぽの広報誌に保健所の無料検査をPR。定
期的に会議にて情報共有している。

 ○     ○ 1年 1回  　 ○ ○   　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

○      ○ 年 1  　 ○    　 ○  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　
 ○  ○    　 　  　 ○    　 ○ ○ ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　
       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　
 ○      　 　 ○ フォローアップの同意が得られる限り継続 ○    　   ○  　     ○ 各医療機関で実施している   ○   　  　  　    　
 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　  ○ ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○     ○ 1年 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　
○    ○   　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○ ○   　  ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　  ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

  ○ 本人よりの希望時     　 　 ○
肝炎治療受給者証を取得するまで(ただし、定期検査の助
成制度利用の希望があったものについては治療後もフォロー
アップ継続)

○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○ ○ 電話による状況確認   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ 県で実施    ○ 県で実施 ○ ○   　  ○ ○   　   ○   　  　  　    　

 ○     ○ 2 2  　  ○ ○ ○
広島県フォローアップシムテム
にて把握

  ○  　    ○ ○
初回精密検査を受検できる医療機関の案
内及び
広島県フォローアップシステム登録を勧奨

  ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ フォロー同意期間中かつ、治療開始までの期間 ○ ○   　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○    ○  　 　  　 ○ ○   　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○ ○   　 ○  ○  　      　 ○ ○    　○ 2  　 ○  ○ 事業実施機関からの案内

  ○ 検査費用助成申請時  ○   　 　  　 ○ ○   　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○    　  ○ ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　
○    ○   　 　  　 ○ ○   　    ○ 電話により受診勧奨      　 ○  ○   　  　  　    　

○   ○    　 　  　 ○ ○  ○ 来所時面談 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　

○ ○      　 　 ○ 治療開始するまでフォローアップを継続している ○ ○   　 ○  ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

○      ○ 1年以内
1回（精密検査受検報告書の提
出がない場合のみ）

 　 ○    　 ○  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　
21 27 3 12 10 1 14 13 41 35 3 7 29 10 43 3 1 13 1 21 7 22 5 69 2 0 0 1 0 2 3 0 2
 ○      　 　 ○ 29年度フォローアップの該当なし ○ ○   　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○     ○

フォロ-アップ同意書の提出が
ない場合は、健診の受診日を
含む年度の翌年度の夏以降
までは待つ。

2回電話してもつながらない場合
は終了とする。

 　 ○ ○   　   ○  　     ○
医療機関の受診状況等に関する調査票を
送付する

  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ 陽性確認後のみ ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　  ○   　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○
調査票にて受診が確認できた時点、連絡が取れない時点
まで

   ○ 調査票を送付して確認   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○
同意書に記載された病名・治療方針・次回受診時期等で
区から連絡せずとも医療の管理下におかれていることが判
断できるため、それ以上は継続していない。

   ○

同意書に記載された病名・
治療方針・次回受診時期
等で区から連絡せずとも医療
の管理下におかれていること
が判断できるため、それ以上
は継続していない。

  ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○      　 　 ○ 受診勧奨及び状況確認で1～2回  ○   　 ○  ○  　  ○  ○  　   ○   　  　  　    　
 ○     ○ 　 1回  　 ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　
 ○   ○   　 　  　 ○ ○   　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

  ○
東京都で事業申請時に同
意を受ける

   ○
受診確認または、２回電話し
て不通の場合、文書で促して
終了

２回+１回  　 ○ ○   　     　 ○     　 ○  ○   　  　  　    　

 ○  ○    　 　  　 ○ ○   　 ○ ○ ○  　  ○ ○ ○  　   ○   　  　  　    　
 ○  ○    　 　  　 ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○     ○ 1 2  　 ○    　   ○  　     ○ 郵送によりアンケート調査実施   ○   　  　  　    　

       　 　  　     　     　      　   ○   　  　  　    　

 ○     ○ 特に決まり無し 1回  　 ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　

 ○   ○   　 　  　 ○    　   ○  　      　 ○  ○   　  　  　    　
 ○   ○   　 　  　  ○   　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

 ○     ○ １年 2回  　 ○    　   ○  　    ○  　   ○   　  　  　    　

0 16 1 2 4 0 6 5 12 8 0 2 2 1 16 0 1 2 1 6 2 9 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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肝炎対策に関する調査（Ⅳ）啓発
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札幌市 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○            

仙台市 ○  ○  ○   ○ 市民センター等の市管理施設等 ○  ○  ○   ○ 市民センター等の市管理施設等     ○ 市政だより、ホームページ  

さいたま市  ○        ○    ○           
埼玉県が作成しているポスターを窓口に掲示
埼玉県が作成しているリーフレットを肝炎ウイルス検査による陽性判明者に
対する初回精密検査勧奨時に使用

千葉市  ○         ○            ○
市政だより等に肝炎に対策などの情報を
記載（肝臓週間など）

啓発用ポスター・リーフレットについて千葉市独自にはリーフレットやポスター
等を作成していないが、他団体や県が作成したポスターなどは積極的に掲
示をしている。

横浜市  ○         ○              

肝炎の啓発を行っている関連団体から周知を依頼されたリーフレットやパン
フレット・ポスター等を横浜市内18区に送り、配布・配架等の周知を依頼し
ている。
年賀はがきを作成して周知している。

川崎市 ○  ○ ○ ○ ○  ○
電車内中吊り広告掲載、地下街
広報コーナ-、広報掲示板

 ○           ○   
成人の日を祝うつどいにて、肝炎検査について普及啓発、電話交換時の
アンケートによる肝炎及び肝炎ウイルス検査について周知を実施。

相模原市  ○         ○               
新潟市 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○         ○ ホームページ，広報誌  
静岡市  ○        ○       ○ 健診案内を全戸配布している     ○ ホームぺージで啓発  

浜松市  ○        ○  ○ ○    ○
共催の講演会場及び共催者の肝
疾患連携相談室

    ○ 広報  

名古屋市 ○   ○ ○     ○   ○ ○         ○ ウェブサイト  
京都市  ○        ○  ○ ○             
大阪市  ○        ○  ○ ○             
堺市 ○   ○      ○   ○          ○ 広報  
神戸市  ○         ○            ○ HP  
岡山市 ○   ○      ○   ○             
広島市  ○         ○               
北九州市  ○        ○   ○ ○         ○ 民間の無料配布広報紙への広告掲載  
福岡市  ○        ○  ○ ○             
熊本市  ○         ○         ○   ○ ホームページ  
小樽市  ○         ○               
函館市  ○        ○  ○        ○   ○ 市電（路面電車）へのポスター掲示  

旭川市  ○        ○  ○ ○ ○   ○
各支所，各公民館，各住民セン
ター等

      啓発用ポケットティッシュを窓口に設置

青森市 ○  ○        ○         ○   ○ 市の広報誌  
八戸市  ○         ○            ○ ホームページ・広報  

盛岡市  ○        ○  ○     ○ イベントにて配布     ○
市のホームページ・広報にて，肝炎の知
識，肝炎検査，肝炎ウイルス治療，医療
費助成等掲載し情報提供。

 

秋田市  ○        ○  ○  ○      ○ ○     
郡山市  ○         ○            ○ 市ホームページ  
いわき市  ○        ○  ○ ○          ○ 市ホームページ  
宇都宮市  ○         ○            ○ 市の広報誌，ホームページ  
前橋市  ○         ○            ○ ホームページ  
高崎市  ○         ○         ○   ○ 広報誌  
川越市  ○        ○  ○  ○            
越谷市  ○         ○            ○ 市ウェブサイト  
船橋市  ○         ○               
柏市  ○         ○            ○ 広報かしわへの掲載  
町田市  ○         ○               
八王子市 ○   ○ ○ ○    ○  ○ ○ ○ ○  ○ 全戸配布        
横須賀市  ○        ○   ○          ○ ホームページ  
藤沢市  ○         ○            ○ ホームページ、広報紙  
茅ヶ崎市  ○         ○               
富山市  ○         ○           ○ ○ 市報、ホームページ  
金沢市 ○   ○ ○     ○   ○   ○ ○ 高齢者関係施設190か所  ○      
長野市 ○  ○ ○       ○              年1回程度の市政ラジオで、ウィルス肝炎について放送している。
岐阜市  ○        ○   ○             
豊田市  ○         ○               
豊橋市  ○         ○            ○ ホームページ  
岡崎市  ○         ○            ○ 市政だより、ホームページ  

啓発の内容について

啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発の際に活用しているメディア

啓発についての独自の取組
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啓発の内容について

啓発用ポスターについて 啓発用リーフレットについて 啓発の際に活用しているメディア

啓発についての独自の取組

四日市市  ○         ○           ○    
大津市  ○         ○               
高槻市  ○         ○            ○ 市ホームページ  
東大阪市  ○        ○       ○ 検査会場に設置        
枚方市  ○         ○         ○      

豊中市 ○       ○
国や府が作成した啓発用ポスター
を活用している

○       ○
国や府が作成した啓発用リーフレッ
トを窓口等で配布している

   ○ ○ 健診ガイドブック（広報誌折込）  

姫路市  ○      ○ 国のポスターの掲示  ○            ○ ホームページ
・2年に1回健診付講演会の実施
・国が作成しているリーフレットを利用して陽性者に説明

尼崎市  ○         ○              市職員対象に肝臓専門医を講師に招き講演会実施

西宮市  ○        ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 大学の健康管理室  ○      
奈良市 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○         ○ 特になし  

和歌山市  ○        ○  ○ ○    ○
自治体HPにて掲示、イベント時に
配布

 ○  ○ ○ 広報誌  

倉敷市 ○  ○ ○       ○         ○   ○ ホームページ、広報誌  
呉市  ○        ○   ○             

福山市 ○    ○    
他の健診（検診）とあわせて内容，
料金等を一覧表にしている。

 ○      ○
広島県のリーフレットを医療機関に
配布している。

      
健康ふくやま21フェスティバルにて，肝炎ウイルス検診・肝疾患相談を実施
している。

下関市 ○  ○  ○   ○ 各地区の保健センター ○  ○    ○       ○ ホームページ
肝臓週間における庁舎内でのパネル展示
イベントでの啓発グッズの配布
他の健診の予約受付時に勧奨

高松市 ○   ○ ○     ○   ○ ○        ○ ○ 広報たかまつ  
松山市 ○  ○ ○ ○     ○  ○ ○ ○   ○ 肝炎ウイルス陽性者への個人送付        
高知市 ○    ○      ○        ○    ○ 高知市広報 肝臓週間ポスター展示
久留米市 ○  ○ ○ ○      ○               
大牟田市  ○        ○   ○    ○ 他の検診等の際に配布     ○ 広報誌、HP  
長崎市  ○        ○    ○            
佐世保市  ○         ○        ○ ○      

大分市 ○   ○    ○
年3回商業施設等でのイベント時
に掲示

 ○               

宮崎市 ○       ○ 市立図書館に掲示 ○  ○ ○ ○      ○  ○ ○ ホームページ  

鹿児島市 ○  ○     ○
保健センターに配布、肝炎週間に
あわせて市電内に掲示。

 ○               

那覇市  ○        ○  ○ ○          ○ 広報誌に掲載  
保健所設置市計 23 51 12 15 14 2 0 8 36 38 21 25 16 2 3 14 2 12 1 7 38
千代田区  ○         ○               
中央区 ○   ○    ○ 町内掲示板  ○               
港区  ○         ○               
新宿区  ○        ○   ○             
文京区  ○         ○               
台東区  ○         ○               
墨田区  ○        ○  ○ ○             
江東区  ○         ○              国、東京都作成のポスター、リーフレットの掲示、配布
品川区  ○         ○               
目黒区  ○                        
大田区  ○         ○               
世田谷区 ○  ○  ○   ○ 区内図書館に配布 ○  ○  ○   ○ 区内図書館に配布        
渋谷区  ○         ○            ○ 区ニュース  
中野区  ○         ○              受検時にリーフレット配布している。

杉並区  ○         ○            ○
区公式ホームページや広報に、「B型・Ｃ型
肝炎ウイルスの概要」や「保健所のB型・Ｃ
型肝炎ウイルス検査」について掲載

 

豊島区  ○        ○       ○ 20～40歳対象健診案内に同封     ○ 区報  

北区  ○        ○   ○    ○
他健診のご案内等に同封して対
象者に送付

       

荒川区  ○         ○            ○ 国、東京都作成のポスター、リーフレット 区ホームページ、広報紙により受検の勧奨
板橋区  ○         ○               

練馬区  ○         ○            ○
ホームページ、区報にて受検の意義、方
法、場所、
費用について周知

 

足立区  ○         ○               
葛飾区  ○        ○  ○ ○ ○         ○ 区ホームページや広報紙（広報かつしか）  
江戸川区  ○         ○         ○      
特別区計 2 21 1 1 1 0 0 2 6 16 3 4 2 0 0 3 0 1 0 0 6
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